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新潟市西総合スポーツセンタ ー等指定管理業務仕様書 
 

 

 

本書は、 新潟市西総合スポーツ セン タ ー等（ 以下「 本施設」 と いう 。） の管理運営について、 新潟市

（ 以下「 本市」 と いう 。） が指定管理者に求める 指定管理業務の仕様を 示すも のである 。 本市は、 本書

で示さ れる仕様を 基にさ ら に創意工夫さ れた高水準の指定管理業務を 求める も のと する 。  

 

 

１  管理運営に関する基本方針 
（ １ ） 施設の設置目的 

スポーツの普及振興を 図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与するこ

と を 目的と し て、 本施設を 設置する。  

 

（ ２ ） 基本理念・ 基本方針等 

本施設の管理運営については、 全ての市民に安全で平等な施設運営を 行う こ と はも と よ り 、 現在提

供し ているサービスや業務を 参考の上、 本書に含まれる水準を 満たし 、 効率的人員配置、 保守管理の

コ スト 削減などでの運営経費の抑制や、 市民ニーズの掌握によ る更なるサービ ス向上を 図るこ と によ

り 、 市民の住みよい地域社会づく り 、 スポーツ振興に寄与するこ と を目指す。  

指定管理者は、 管理運営について創意工夫さ れた事業計画により 、 指定管理者制度を 導入し た効果

を 業務に最大限発揮し なければなら ない。 また、 指定管理者は、 本施設を 管理する にあたっ ては、 次

の各事項に留意し て円滑に実施する。 なお、 本市は本施設の設置者と し て、 必要に応じ て指定管理者

に対し て指示等を 行う 。  

 

ア 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 住民サービ スの向上や平等利用

を 確保する こ と 。  

イ  利用者の意見及び要望を 管理運営に反映さ せる こ と 。  

ウ 利用者に対し 、 安全で快適な環境を 提供するこ と 。  

エ 新潟市個人情報の保護に関する 法律施行条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底する と と も に、

業務上知り 得た情報について守秘義務を 遵守するこ と 。  

オ 効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努める こ と 。  

カ  法令を 遵守し 施設の管理運営を適切に行う こ と 。  

キ 指定管理者制度を 理解し 、 実践するこ と 。  

   

２  施設の概要 

（ １ ） 新潟市西総合スポーツセン タ ー 

所在地   新潟市西区五十嵐 1 の町 6368-48 

敷地面積    37, 091. 77 ㎡   

延床面積  体育館棟（ 2 階建） 6608. 07 ㎡ 

     屋内運動場（ 平屋建） 1, 491. 98 ㎡ 

      プール棟（ 2 階建） 1, 950. 81 ㎡ 

施設内容 

屋内運動場（ 人工芝）   

         竣工年月 昭和 62 年 7 月 

   ゲート ボールコ ート 3 面（ ※テニスコ ート 1 面） /男女ト イ レ /倉庫 

建築構造 鉄骨造コ ン ク リ ート 造 

体育館棟  

竣工年月 平成元年 7 月 

       事務室/大体育室/中体育室/小体育室/ラ ン ニン グコ ース/観覧席/ト レーニン グ 

 ルーム/更衣室（ シャ ワー室） /研修室/わいわいコ ーナー/休憩コ ーナー/エント  

 ラ ンス/エレ ベータ ー/男女ト イ レ /多目的ト イ レ /倉庫/機械室 

建築構造 鉄筋コ ンク リ ート 造（ 一部鉄骨造）  
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多目的運動広場（ 洋芝）  

   竣工年月 平成元年 7 月 

多目的運動広場（ 5, 846 ㎡）  

ト リ ムコ ース（ 弾性ゴムチッ プ敷）  

   竣工年月 平成元年 7 月 

ト リ ムコ ース（ 1, 683 ㎡） 外周 約 600ｍ 

テニスコ ート （ 人工芝）  

竣工年月 平成 11 年 6 月 

テニスコ ート 4 面/男女ト イ レ /身障者用ト イ レ /倉庫/照明設備 

     アーチェ リ ー場  

竣工年月 平成 13 年 3 月 

アーチェ リ ー場（ 50ｍ×15ｍ）  

     屋内プール棟 

         竣工年月 平成 13 年 3 月 

一般用屋内プール（ 25ｍ×13ｍ， 6 コ ース， 水深 1. 1ｍ） /幼児用屋内プール（ 水 

深 0. 6ｍ～0. 7ｍ） /ウォ ータ ースラ イ ダー( 高さ 3. 4ｍ， 長さ 23. 68ｍ) /滑り 台/ 

 事務室/医務室/観覧席/採暖室/男女更衣室/男女シャ ワー室/倉庫/男女ト イ レ / 

 身障者用ト イ レ/身障者用更衣室/身障者用シャ ワー/機械室/エレ ベータ ー 

駐車場  275 台収容（ 無料）    駐輪場 （ 無料）  

 

 

（ ２ ） 新潟市黒埼地区総合体育館 

所在地   新潟市西区金巻 746 番地 1 

建築構造  鉄筋コ ン ク リ ート 造 

敷地面積    12, 600 ㎡   

延床面積  体育館棟（ 2 階建） 4, 226. 13 ㎡ 

       武道館等（ 平屋建）  832. 56 ㎡ 

渡り 廊下（ 平屋建）   52. 80 ㎡ 

施設内容 

体育館棟  

竣工年月 昭和 53 年 3 月 

体育室（ 観覧席／ステージ） /ラ ンニン グコ ース（ １ 周 170ｍ） /卓球室/ト レーニ 

ン グ室/男女更衣室/シャ ワー室/事務室/会議室/ロビー/ト イ レ /身障者用ト イ レ  

/倉庫/機械室 

     武道館棟 

         竣工年月 昭和 53 年 3 月 

剣道場/柔道場/相撲場/男女更衣室/シャ ワー室/ト イ レ /倉庫 

駐車場 140 台収容（ 無料） 駐輪場 （ 無料）  
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（ ３ ） 新潟市山田高架下ゲート ボール場 

   （ 所在地）    新潟市西区山田 2307 番地 316 

   （ 竣工年月）   平成 8 年 4 月 

   （ 敷地面積）   5, 373 ㎡ 

   （ 施設内容）      

ゲート ボールコ ート   

ク レ ーコ ート ６ 面 

     駐車場  

アスフ ァ ルト 舗装約 14 台/ク レ ー約 14 台（ 無料）  

     その他 

物置 （ 12. 72 ㎡） /移動式ト イ レ /駐輪場（ 無料）  

 

（ ４ ） 流通公園庭球場 

   （ 所在地）    新潟市西区流通センタ ー5 丁目 1 番地 

   （ 竣工年月）   昭和 59 年 5 月 

   （ 敷地面積）   2, 677. 20 ㎡ 

   （ 施設内容）      

庭球場 

グリ ーンサン ド コ ート ４ 面 

     その他 

用具庫 

     ※駐車場は公園と 兼用（ 無料）  

 

（ ５ ） 善久河川敷公園庭球場 

（ 所在地）    新潟市西区善久河川敷 

（ 竣工年月）   平成 16 年 3 月 

（ 建築構造）   管理棟 プレ ハブ造（ 平屋建）  

用具庫 プレ ハブ造（ 平屋建）  

（ 敷地面積）     4, 918 ㎡   

   （ 施設内容）  

庭球場  

グリ ーンサン ド コ ート 8 面（ 4, 896 ㎡）             

     管理棟  

管理人室/用具庫（ 22 ㎡）  

     ※駐車場は公園と 兼用（ 無料）  

 

  （ ６ ） 寺地河川敷公園庭球場 

（ 所在地）       新潟市西区寺地字山田島 2073 

（ 竣工年月）   平成 5 年 4 月 

（ 敷地面積）   2, 992 ㎡   

（ 施設内容）          

庭球場 

全天候コ ート 1 面 

グリ ーンサン ド コ ート 1 面 

ク レ ーコ ート 2 面 

     ※駐車場は公園と 兼用（ 無料）  
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３  指定期間 
令和６ 年４ 月１ 日から 令和１ １ 年３ 月３ １ 日まで（ ５ 年間）  

こ の期間は、 議会議決後、 正式に指定期間と なり ます。  

 

４  供用日及び供用時間 
（ １ ） 供用日及び供用時間 

【 新潟市西総合スポーツセンタ ー】  

供用日 ： 1 月 4 日～12 月 28 日（ 第 3 水曜日を 除く 。 ただし 、 その日が休日にあたる場合は別

に日を設ける ）  

※屋内プール： 毎週水曜日休館（ 水曜日が休日の場合は翌日）  

供用時間： ≪体育館・ 屋内運動場・ 庭球場・ アーチェ リ ー場・ 多目的運動広場・ ト リ ムコ ース≫ 

休日及び日曜日： 午前 9 時～午後 5 時 

上記以外の日 ： 午前 9 時～午後 9 時 

≪屋内プール≫ 

休日及び日曜日： 午前 10 時～午後 5 時 

上記以外の日 ： 正午～午後 9 時 

 
【 新潟市黒埼地区総合体育館】  

供用日 ： 1 月 4 日～12 月 28 日（ 第 1 月曜日を 除く 。 ただし 、 その日が休日にあたる場合は別

に日を 設ける）  

供用時間： 午前 9 時～午後 9 時 

 
【 山田高架下ゲート ボール場】  

供用日 ： 1 月 4 日～12 月 28 日 

供用時間： 午前 5 時～午後 5 時 

※現指定管理者の供用日と 供用時間 4 月 1 日～11 月 30 日 午前 5 時～日没 

 
【 流通公園庭球場】  

供用日 ： 1 月 1 日～12 月 31 日 

供用時間： 午前 8 時～午後 5 時 

※現指定管理者と の供用日と 供用時間 4 月 1 日～11 月 30 日 午前 8 時～午後 4 時 

ただし 、 7 月 1 日～8 月 31 日は午後 6 時まで 

 
【 善久河川敷公園庭球場】  

供用日 ： 1 月 1 日～12 月 31 日 

供用時間： 午前 9 時～午後 5 時 

※現指定管理者と の供用日と 供用時間 4 月 2 日～11 月 12 日 午前 9 時～午後 5 時 

 
【 寺地河川敷公園庭球場】  

供用日： 1 月 1 日～12 月 31 日 

供用時間： 午前 5 時～午後 7 時 

※現指定管理者と の供用日と 供用時間 4 月 1 日～12 月 25 日 午前 5 時～日没 

 
ただし 、 上記は指定管理業務開始当初の予定であり 、 それ以降については、 新潟市体育施設条例施

行規則による こ と と する。  

供用日及び供用時間について、 サービスの向上のため変更する 場合は、 事前に本市と 協議し 、 本市

の承諾を 得る こ と 。  

また、 大会開催時は利用者と の打ち 合わせにより 、 供用時間外に開館する などの対応を する こ と 。 

 
 
（ ２ ） 臨時開館、 臨時休館 

臨時開館及び臨時休館については、 事前に本市と 協議し 、 本市の承諾を 得るこ と 。  
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５  業務内容  
（ １ ） 施設の運営に関する業務 

ア 施設等利用許可業務 

イ  使用料の納付期日の決定及び免除に関する業務 

ウ 使用料の徴収  

※ア～ウの詳細は別添「 新潟市西総合スポーツセン タ ー等の利用に関する 業務について」 参照 

エ 施設利用者への対応 

①施設利用者への助言・ 指導 

指定管理者は、施設利用者が円滑な利用ができ るよう 、適切な助言・ 指導等を 行う こ と 。また、

不適切な利用者に対し ては指導を 行う こ と 。  

②施設の案内・ 周知 

指定管理者は、施設の利用方法や案内図を、施設利用者に解り 易い場所に掲示する こ と 。また、

施設の情報発信のため専用ホームページの作成やリ ーフ レ ッ ト ・ チラ シ等によ り 、 市民に広報を

行う こ と 。  

③大会開催への協力 

指定管理者は、 施設においてスポーツ大会のポスタ ー掲示や、 申込書の配布など本市内外のス

ポーツ情報の発信基地と し て機能する こ と 。 また、 本市並びに西区体育協会加盟団体、 西区スポ

ーツ 振興会等の主催する 事業に関し 、 大会運営協力補助等の要請があっ た場合、 協力するこ と 。 

④苦情・ 要望等への対応 

指定管理者は、 窓口、 電話、 メ ール、 手紙等での施設に対する利用者及び近隣住民等から の苦

情、要望等について適切な対応を 行い、内容、対応、結果等について本市に報告するこ と 。また、

本施設専用の電子メ ールアド レ スを設置し 、 問い合わせ等に対応するこ と 。  

⑤障がい等を 理由と し た不利益な取り 扱いの禁止 

新潟市障がいのある人も ない人も 共に生き るまちづく り 条例に基づき 、 正当な理由なし に、 障

がい等を 理由と し て、 不利益な取扱いを し てはなら ない。  

また、 障がいのある 人が社会的障壁の除去を必要と し ている 場合に、 合理的配慮を 提供し なけ

ればなら ない（ 合理的配慮の提供が過重な負担になる場合はその限り ではない）。  

オ 職員配置 

本施設の運営に必要な職員を 適切に配置するこ と 。 本施設開館中においての人員配置表を 本市

へ提出する こ と 。 なお、 職員の配置については、 事前に協議し 本市の承諾を 得るこ と 。  

①施設長（ 館長）  

施設の責任者と し て、 常勤の施設長( 館長) を配置する こ と 。 施設長はスポーツ施設運営に関し

豊富な経験があるこ と と し 、開館時間中は常時１ 名の責任者（ 施設長代理含む） を配置するこ と 。  

②配置職員の要件（ 施設長含む）  

・ 本施設で利用可能なスポーツ種目に関し 必要な知識を有し ている こ と 。  

・ 施設運営上必要な遵守すべき 関係法令等を熟知し ている こ と 。  

・ 施設に配置する 職員の資質向上のため、 定期的に研修を 実施し 、 又は受講さ せる こ と 。  

③配置人数（ 施設長含む）  

開館時間中において、 施設の運営に支障を き たさ ないよう 必要な職員を 確保する こ と 。 また、

サービス向上・ 安全管理のため次の人数を 最低限配置する こ と 。  

（ 西総合スポーツセン タ ー及び黒埼地区総合体育館）  

受   付 体育館棟 常時 1 名 プール棟 常時 1 名 ト レ ーニングルーム 常時 1 名 

事務所管理 常時 1 名 

プール監視 常時 2 名以上（ 安全・ 安心に配慮し た配置設定と する ）  

プール監視においては、 夏季繁忙期において増員等も 考慮するこ と 。  

庭球場（ 流通） 受付 1 名 開館時間中において、 施設の運営に支障をき たさ ないよ 

う 必要な職員を 確保する こ と 。 なお、 職員配置については、 西総合スポーツ 

セン タ ー又は黒埼地区総合体育館の各体育館棟の職員と の兼任を可能と す 

る。  
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      設備管理 常時１ 名（ 詳細は、 別紙「 衛生管理業務及び清掃業務」「 施設管理における 

保守点検等業務」 を参照のこ と ）  

      ※屋外施設（ 西総合スポーツセン タ ー多目的運動広場/ト リ ムコ ース/山田高架下ゲート ボ 

ール場・ 善久河川敷公園庭球場・ 寺地河川敷公園庭球場） については無人施

設と なる こ と から 、 適宜巡回に努めるも のと する 。 職員配置については、 西

総合スポーツ セン タ ー又は黒埼地区総合体育館の各体育館棟の職員と の兼

任を 可能と する 。）  

④有資格者等（ 施設長含む）  

施設管理において、 必要な有資格者等を 適切に配置するこ と 。  

業務上有益と 思われる 資格等がある者を 積極的に配置する こ と 。  

本施設に配置する 職員の資質向上のため定期的に研修を実施する（ 又は受講さ せる ） こ と 。  

障がい者スポーツ 等、 障がい者に配慮し た資格者がいるこ と が望まし い。  

⑤配置する 職員の履歴資料（ 施設長含む）  

指定管理者は、 本施設に配置する 職員の履歴及び資格取得一覧資料を 作成し 、 指定管理業務計

画書に添付する こ と 。 なお、 内容に変更が生じ た場合は、 本市へ報告する こ と 。  

 

（ ２ ） 施設維持管理業務 

指定管理者は、 本施設における公共サービ スが円滑に提供さ れ、 施設利用者が施設を 安全かつ

快適に利用でき るよ う 以下の業務を 行う こ と 。 なお、 各種業務を 行う にあたり 作業時に安全確保

に努める こ と 。 また、 施設管理業務等においてやむを 得ず再委託を する 場合は、 事前に本市の承

認を 得るこ と 。  

 

ア 衛生管理業務（ 別紙１ 「 衛生管理業務及び清掃業務」 参照）  

指定管理者は、 本施設利用者が快適に利用でき るよ う 衛生管理に配慮するこ と 。  

本施設内での疾病等の発生については、 関係法令及び指定管理者のマニュ アルに従い、 速やか

に対応し 、 本市を はじ め関係機関への報告を 確実に行う こ と 。  

イ  清掃業務（ 別紙１ 「 衛生管理業務及び清掃業務」 参照）  

指定管理者は、 建物内外の材質等を考慮し つつ適切な頻度・ 方法で、 日常清掃、 定期清掃及び

特別清掃を 適切に組み合わせ本施設の美観と 衛生を 保つこ と 。 また、 廃棄物処理にあたっ ては、

本市のごみ分別ルールに従っ て適切に行い、 資源の有効活用に取り 組むこ と 。  

①日常清掃（ 日又は週を単位と し て定期的に行う 作業）  

指定管理者は、 日常的に清掃を行い、 施設、 備品、 器具等が常に清潔な状態に保たれるよ う に

するこ と 。 清掃回数等の条件は、 指定管理者が利用頻度に応じ て、 適切に設定する こ と 。 特に、

ト イ レ等の水周り については、 衛生等について留意するこ と 。  

②定期清掃（ 月を 単位と し て定期的に行う 業務）  

指定管理者は、 日常清掃では実施し にく い箇所の清掃等を 行う ため、 必要に応じ て定期清掃を

実施するこ と 。  

③特別清掃（ 一定の期間、 又は年を単位と し て行う 定期的な業務と 不定期に行う 業務）  

指定管理者は、 日常清掃、 定期清掃では実施し にく い清掃等を 行う ため、 必要に応じ て特別清

掃を 実施するこ と 。 特別清掃は概ね次のよう な作業を いう 。  

照明器具及び時計の清掃、 外壁及び外部建具の清掃、 除草、 排水溝及びマンホール等の清掃そ

の他、 関係法令に基づき 、 貯水槽及びその他附属部の清掃・ 点検。  

ウ 植栽等維持管理業務 

指定管理者は、本施設内の植栽を 適切に維持管理する こ と によ り 、美し い環境を維持するこ と 。

また、 利用者及び通行者の安全や周辺に与える影響を 十分に配慮するこ と 。  

エ 保守点検業務（ 別紙２ 「 施設管理における保守点検等業務」 参照）  

    指定管理者は、 本施設の施設及び設備機器の良好な状態を 維持し 、 常に利用者が安全かつ快適

に利用でき るよ う 監視及び点検、 整備等必要な対応を 行う こ と 。 また、 稼動状況等を適切に記録

する と と も に、 不具合があっ た場合は必要な処置を 行う こ と 。  

①日常点検及び整備業務 

正常に機能するよ う 点検、 整備等を行う こ と 。 開館前の始業時点検及び閉館時の終業点検を 確

実に行い、 不具合箇所がないかどう か施設全体の日常点検を 実施するこ と 。  
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②定期点検及び整備業務 

関係法令に基づき 、 法定点検を 確実に実施すると と も に、 正常に機能するよう 指定管理者が必

要に応じ て適切な処置を行う こ と 。 なお、 その際に必要な消耗品等の補充、 更新は指定管理者が

負担するこ と 。 なお， 点検にあたっ ては利用者になる べく 影響のない日時を 指定管理者で定める

こ と 。  

  オ 施設修繕業務 

    指定管理者は、 本施設における公共サービ スが円滑に提供さ れ、 施設の利用者が安全かつ快適

に利用でき るよ う 、 施設全体の修繕業務を 実施するこ と 。 また、 施設の予防保全に努め、 施設の

不具合を 発見し た際には適切な処置を 行う こ と 。 なお、 その際に必要な消耗品等の補充、 更新は

指定管理者が行う こ と 。  

カ  保安警備業務 

指定管理者は、 本施設の秩序及び規律の維持、 火災、 盗難、 破壊並びに不法行為等の予防、 発 

見、 防止に努めるなど、 財産の保全及び利用者の安全を 目的と する警備業務を 行う こ と 。 また、

施設の用途、 規模、 開館時間を踏まえて適切な警備計画を 立て、 事件・ 事故等の未然防止に努め

るこ と 。  

      警備業法、 消防法、 労働安全衛生法等関連法令を 遵守するこ と 。  

      開館中は各施設において定期的に巡回を 行い、 各施設の安全を 確認し 、 警備日誌を 記入するこ

と 。  

      指定期間中は 24 時間体制で警備を 行う こ と 。（ 機械警備システムの管理）  

＜警備業務用機械装置の設置を 行う 場合の範囲＞ 

西総合スポーツセンタ ー： 体育館棟・ プール棟・ 屋内運動場 

黒埼地区総合体育館： 体育館棟・ 武道館棟 

キ 駐車場管理業務 

指定管理者は、 利用者の利便を 損ねる こ と のないよ う 駐車場を 管理する こ と 。  

①駐車場の混雑の緩和 

指定管理者は、 駐車場が混雑し た場合、 又は混雑が予想さ れる 場合、 安全のために適切な措置

を 行う こ と 。  

②駐車場内の事故等の防止 

指定管理者は、 駐車場内の事故、 車両の盗難、 車上荒ら し 等の発生を未然に防止でき る よう 配

慮するこ と 。 また、 こ れら の事件が発生し た場合は被害者に対し て警察への届出を 促すなど適切

な対応を 行い、 本市へ報告する こ と 。  

③駐車場の除雪 

指定管理者は、 利用者が安全に駐車場を 利用でき るよ う に、 積雪時には駐車場から 利用施設ま

での導線確保を 含め、 除雪等の適切な駐車場管理を 実施するこ と 。（ 本施設の除雪は、 指定管理

者が別途契約等を 行い実施する と と も に原則と し て開館前までに実施する こ と が望まし いが、 大

雪等により 除雪が困難な場合は、 利用者が支障を き たさ ない範囲で行う こ と ）  

④不当な駐車車両の禁止 

指定管理者は、 本施設利用者以外が合理的な理由なく 駐車場を 使用し ている場合は、 ただち に

立ち 退かせるこ と 。  

また、 指定管理者は、 共用駐車場において、 本施設利用者の利用を 妨げるなど、 不当な駐車車

両を 発見し た場合、 速やかに本市へ報告する こ と 。  

⑤その他 

指定管理者は、 本施設駐車場を時間貸し 、 月極駐車場等と し て利用し てはなら ない。 指定管理

期間中に本施設駐車場が条例改正等によ り 有料化さ れる場合は、 適切に対応・ 対処するも のと す

る。  

 

（ ３ ） 安全管理業務 

 指定管理者は、 関係法令等を 遵守し 、 利用者及び施設の安全管理に努める こ と 。  

 

ア 防災・ 危機管理等の対応 

・ 施設を 管理するにあたり 、 防火管理者を 選任する こ と 。  

・ 指定管理者は、 新型コ ロ ナウイ ルス感染症を 含めた様々な危機事象に備え、 緊急連絡網や危機

管理マニュ アル等を作成すると と も に、 避難・ 誘導・ 情報連絡・ 緊急活動等の役割分担・ 体制
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を 明確にし て職員に周知し 、 定期的に訓練を実施するこ と 。  

・ 本施設において、 災害が発生し た場合は、 関係法令や新潟市地域防災計画等に基づき 、 利用者 

及び近隣住民の安全確保を 最優先と し 、 被害、 損害を 最小限に抑えるための措置を 講ずると と

も に、 速やかに本市を はじ め関係機関へ報告するこ と 。  

・ 災害発生時には、 避難所やボラ ンティ ア活動拠点、 物資集配拠点等と し て極めて重要な役割を 

担う こ と が想定さ れる ため、 開設準備等の初動対応も 含め対応に協力するこ と 。 なお、 避難所

等の開設に伴う 費用負担は、「 指定管理者制度導入施設における 災害対応事務処理要領（ 平成

26 年 4 月危機対策課策定）」 に基づき 別途協議する。 また、 施設の利用許可を 行う 場合も 、 災

害時には施設を 市の災害応急・ 復旧対応に利用する こ と を 優先さ せる こ と も ある ため、「 指定

管理施設の災害時利用指針」 に基づく こ と 。  

イ  指定避難所・ 指定緊急避難所に関する 業務 

・ 西総合スポーツセンタ ーは、 指定避難所には指定さ れてはいないが、 一時的に周辺住民が避難

し てく る 可能性がある こ と から 、 所在する区で震度６ 弱以上の地震を 観測し た場合、 避難者が

安全な場所に避難でき るよ う 施設を開放する。  

・ 所在する 区で震度５ 弱・ ５ 強の地震が発生し た場合は、 避難者の有無を 確認し 、 避難希望者が

いた場合には安全な場所で受け入れる と と も に、 区本部に報告する 。  

・ 洪水・ 土砂災害に対する 指定緊急避難場所と し ての避難受け入れは不可であるため、 洪水・ 土

砂災害の危険が去るまでの間に避難者があっ た場合は、 最寄り の指定緊急避難場所を案内する 。

ただし 、 従事者の避難を 妨げるも のではない。  

・ 西総合スポーツセンタ ーは、西区災害ボラ ンティ アセンタ ー設置候補地と なっ ているこ と から 、

西区社会福祉協議会から 依頼があっ た場合は運営を 支援するこ と 。  

・ その他、 市が特に必要と 認めた事項の遂行に協力する。  

ウ 急病等への対応 

・ 指定管理者は、 本施設の利用者等の急な病気やけがについて適切な対応を すると と も に、 軽易 

なけが等に応急処置ができ るよう な薬品、 資材等の用意を する こ と 。  

・ 自動対外式除細動器（ 以下、「 Ａ Ｅ Ｄ 」 と いう 。） を 本施設に設置するこ と 。 また、 緊急時にも  

対応でき るよ う 全職員のＡ Ｅ Ｄ 講習受講を 義務付けると と も に人工呼吸・ 心臓マッ サージ等を

行えるよ う 訓練し ておく こ と 。  

エ 遺失物・ 拾得物の対応 

・ 指定管理者は、 本施設敷地内で遺失物・ 拾得物を 発見し た場合には、 台帳等に記入するなど適

切な処理を行う こ と 。 また、 必要に応じ 警察署へ届け出る こ と 。 なお、 本市がこ れら について

指針等を 示す場合は、 それに従い対応する こ と 。  

オ 事件･事故への対応 

   ・ 本施設内で事件・ 事故が発生し た場合には、 適切な初期対応を 行い、 速やかに本市を はじ め関

係機関へ報告する こ と 。 また、 事故状況等についてまと めた報告書を 本市に提出するこ と 。  

  カ  善久河川敷公園庭球場における水害時緊急体制 

・ 新潟市の「 災害時における 応急対策に関する 応援協定」、「 災害時における 善久河川敷公園庭球

場施設に関する申し 合せ書」 に基づき 、 指定管理者は水害緊急時に撤去工作物等の撤去及び復

旧に協力する こ と 。 なお、 指定管理者は毎年度緊急体制を 確認すると 共に、 毎年 1 回（ 出水期

前） 以上撤去工作物の撤去訓練を 実施する も のと する。  

 

（ ４ ） 自主事業の企画及び実施 

指定管理者は、 指定管理業務の範囲外で指定管理者の責任及び費用負担で本施設を 活用し 、 本市の

承諾を得て自主事業を 実施する こ と ができ る 。 なお、 自主事業の内容に変更が生じ た場合も 同様に本

市の承諾を得るこ と 。 自主事業に係る 収支は指定管理者に帰属する ため、 指定管理業務と は会計を分

けて管理し 、 実施状況及び収支結果を 本市へ報告するこ と 。  

なお、施設の使用にあたっ ては、指定管理者による「 新潟市体育施設条例」、「 新潟市都市公園条例」、

「 新潟市財産条例」 に基づく 使用許可の手続き を 必要と する。  
 

ア スポーツ 教室等の企画及び実施 

①一般の施設利用者への不利益が生じ ない範囲（ 曜日、 時間帯等） において実施するこ と 。  

②ホームページやパン フ レ ッ ト を 作成する等、 募集方法、 受付等を 適切な方法で行い、 市民に広

く 周知する こ と 。  
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③施設が公の施設であると いう こ と を 踏まえて教室を 企画するこ と 。  

④市民・ 時代のニーズを 捉え、 地域性を 考慮し 、 幅広い層を対象と し た教室の内容等を 企画する

こ と 。  

⑤教室参加を き っ かけに施設利用者の増加に繋がる よう 企画運営するこ と 。  

⑥安全に配慮し て実施する こ と 。  

⑦指定管理者が行う 定期的な自主事業は、 平日（ 土曜含む） に限る。 平日以外の自主事業につい

ては、 本市と 協議の上決定する も のと する。  

⑧事前に事業計画を提出し 、 本市の承諾を 得るこ と 。  

⑨教室等の事業終了後に事業報告（ 内容・ 収支等の報告） を 行う こ と 。  

⑩内容等に変更が生じ た場合は、 本市の承諾を 得る こ と 。  

イ  物品の販売について 

   指定管理者は、 利用者サービ スの向上を 目的に、 事前に本市の承諾を 得て物品等を 販売する こ と

ができ る。  
ウ 施設使用料及び教室等の参加費 

①自主事業の実施にかかる 全ての費用は、 指定管理者が負担するこ と 。  

②指定管理者は、 教室等の参加者から 参加費を 得て、 自ら の収入と するこ と ができ る。 参加費を

徴収する場合は、 本市と 協議し 適正な金額を 設定するこ と 。  

③指定管理者は、 自主事業の実施にかかる本施設の使用料を 、 本市へ納入する こ と 。  

④指定管理者は教室等実施に関し て、 企画、 調整、 指導、 講師・ 必要機材の手配、 利用者の募集・

登録事務、会場の設営、実施当日運営、後片付け等、実施にかかる一切の業務を 行う も のと する。  

エ 自動販売機の設置について  

 指定管理者は、 スポーツ 教室のほかにも 自主事業を 提案し 本市の承諾を 得て実施する こ と ができ

ます（ 物販事業など）。 ただし 、 公の施設である こ と を 踏まえて実施し てく ださ い。  

   自動販売機（ 酒類・ タ バコ を 除く 。） の設置については、 利益の一部を 本施設の運営に充て、 指

定管理料を 削減する提案を 行う 場合に限り 、 自主事業と し て設置するこ と ができ る 。  

その場合、 新潟市財産条例により 、 行政財産使用許可又は都市公園使用許可を 本市に求め、 使用

料を 本市へ納入するこ と 。  

提案がない場合は本市が直接貸付制度により 設置する。 その場合、 自動販売機の故障時等におけ

る利用者の窓口対応や、市及び設置業者への取り 次ぎ業務等、自動販売機の管理にかかる業務に、

市の指示等に基づき 指定管理者は協力するも のと する。  

  オ その他 

   自主事業の実施にあたり 、 利益の一部を 指定管理会計へ充当する提案を 行う 場合、 指定管理会計

への充当額については、 様式１ ０ の収支計画書において具体額を 示すこ と 。 なお、 こ の充当額に

ついては、提案額を も と に、過去の売上実績等を踏まえて本市と 指定管理者で協議し て決定する。

また、 見込みと 比較し 売上増がある 場合は、 本市と 指定管理者で協議のう え、 充当額を変更する

こ と ができ る。  

   売店、 自動販売機等の設置を 指定管理者の自主事業と し て実施するにあたり 、 土地または建物を

占有する 場合は、「 新潟市財産条例」 等に基づく 使用許可を 得る と と も に、 使用料と 光熱水費を

指定管理者が負担する こ と 。 なお、 貸付制度により 指定管理者以外の者が自動販売機を 設置する

場合の光熱水費は指定管理料に算入し ている ため、 自動販売機の設置業者に本市が請求し 、 本市

が徴収する 。  

   【 参考】  

  西総合スポーツセンタ ー １ ７ 台（ 現契約満了日： 令和６ 年 ３ 月３ １ 日）  

 黒埼地区総合体育館 ４ 台（ 現契約満了日： 令和６ 年 ３ 月３ １ 日）  

＊自動販売機を 設置する場合は、 電力使用量を 把握するため、 原則と し て専用子メ ータ ーを 設置す

るこ と 。  

＊自動販売機を 設置する場合は、 設置場所を 本市と 協議し 、 転倒防止策を 施すこ と 。  

＊本市の施策により 福祉団体等の自動販売機を 設置する場合があるため、 その管理等について、 本

市に協力するこ と 。  

 

（ ５ ） 各種業務マニュ アル作成・ 提出 

指定管理者は、 指定管理業務全般にわたり 、 各種個別業務ごと に指定管理者が作成する 業務マニュ

アルを 保持し 、 個々の事例に対し て適切に処理でき る よう 職員に周知徹底を 行う こ と 。  
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また、各種業務マニュ アルの内容については本市の条例、規則や各種行政計画から 逸脱し ないこ と 。

なお、 指定管理者は、 各種の業務マニュ アルを 本市に提出する こ と 。  

 

（ ６ ） 連絡調整業務 

指定管理者は、 本市から 要請があっ た場合に会議に出席し 、 必要に応じ 会議録を作成し 提出するこ

と 。  

 

（ ７ ） 指定管理業務の引継ぎ 

ア 業務の引継ぎ 

①指定管理者は、 指定期間開始までに現指定管理者から 円滑かつ支障なく 業務が遂行でき る よう 、

引継ぎを 受ける こ と 。  

②指定管理者は、 指定期間の満了日までに、 次期指定管理者が円滑かつ支障なく 業務を 遂行でき

るよ う 、 引継ぎに必要な事項（ 管理運営に必要な各種書類、 各種データ 、 懸案事項等を 含む） を

記載し た業務引継書を 作成し 次期指定管理者へ円滑かつ支障なく 引き 継ぐ こ と 。  

③引継ぎに際し ては、 本市が立ち会い、 新旧指定管理者において引継ぎの完了を確認する書類を

取り 交わすこ と 。  

イ  指定期間終了の引継ぎ時における 施設の状態について 

指定管理者は、 本施設の指定管理業務の終了時に、 継続し て使用するこ と に支障のない状態で

次の指定管理者へ引き 継ぐ こ と 。 また、 指定管理者が本市の承諾を 得て機能向上を 行っ た施設・

設備については、 引継ぎの際に原状復旧すべき か本市と 協議するこ と 。   

 

（ ８ ） その他庶務業務   

ア 各種帳票、 書類等の保管業務 

指定管理者は、 本施設の業務に関連する各種帳票、 書類等を「 新潟市公文書管理条例」 等に従

い管理、 保管し なければなら ない。 また、 指定期間終了後も 保管が必要なも のについては、 次

の指定管理者へ引き 継ぐ こ と 。 なお、 業務に関連する各種帳票、 書類等を廃棄する場合は本市

の承諾を 得る こ と 。  

イ  各種手続き に関する業務 

指定管理者は、 本施設の指定管理業務にあたり 、 関係官公署等へ申請・ 届出などの各種手続き

が必要な場合は、 指定管理者自ら が手続き を行う こ と 。  

 

（ ９ ） その他留意事項 

指定管理者は、 本施設の指定管理業務にあたり 、 関係官公署の指導等に従う こ と 。  

上記指導等によ り 改善・ 変更を要する と 認めら れた事項については、 本市と 協議のう え対応するこ

と 。  

 

６  指定管理業務の再委託 
指定管理者は、 本施設の管理運営に係る業務を 一括し て第三者に委託する こ と はでき ない。 再委託が

可能な業務は、 防火設備、 ボイ ラ ー設備、 エレ ベータ ーの保守点検など、 特殊な技術や資格を 要する

業務又は、 清掃、 警備等の単純な作業や、 一時的に発生する業務等と する 。 また、 再委託を する 場合

は、 事前に本市へ「 再委託に関する 承認申請書」 を 提出し 、「 再委託承認書」 により 承認を 受けるこ

と 。  

なお、 指定管理者が施設管理の業務を 個別に再委託する 場合は、 受託者に対し て以下の点に留意する

こ と 。  

・ 業務を 行う 者には、 名札を 着用さ せるこ と 。  

・ 業務に関する日報、 点検書、 報告書等を 速やかに提出さ せるこ と 。  

・ 業務の実施にあたり 、 受託者の責で施設設備その他に対し て損害を 与えた時は、 その賠償の責任を

負わなければなら ないこ と 。  

・ 施設内での火災や地震等の緊急事態が発生し た時の対応について、 十分に周知さ せるこ と 。  

・ 業務上知り 得た秘密は漏ら し てはなら ないこ と 。 その職を 退き 、 又はこ の業務契約が消滅後も 同様

と するこ と 。  

・ 労働集約的業務（ 清掃や人的警備など、 人による 労働が中心と なる業務） を 第三者に委託等する場

合は、 指定管理者が委託等する第三者から 従事者配置計画や賃金支払予定額を 提出し ても ら い、 再
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委託先においても 労働や雇用条件が適切なも のと なる よう 確認するこ と 。  

 

７  守秘義務、 個人情報保護の取り 扱い、 情報公開請求への対応 
（ １ ） 守秘義務 

管理運営業務に従事する者若し く は従事し ていた者は、 業務遂行上知り 得た個人情報を みだり に他

人に知ら せ、 又は不当な目的に使用し てはなら ない。 指定期間終了後若し く は指定管理者の取消し

後又はその職を 退いた後も 同様と する 。  

 

（ ２ ） 個人情報の保護 

ア 指定管理者は、 個人情報の収集及び使用については、 適正に管理し 、 漏洩、 滅失、 又は毀損の

防止等、 必要な措置を 講じ なければなら ない。  

イ  指定管理者では個人情報の開示請求は受け付けない。 指定管理者が、 指定管理業務上保有する

個人情報については、 本市のみを 窓口と し て開示し 、 指定管理者は本市へ開示義務を 負う 。  

ウ マイ ナン バーを取り 扱う 場合は担当者を 決め、 担当者以外がマイ ナン バーを取り 扱う こ と がな

いよ う にするこ と 。 また、 マイ ナン バーを 収集する際は、 利用目的を 伝え、 番号の確認と 身元の

確認を必ず行う こ と 。 なお、 マイ ナンバーが記載さ れた書類はカ ギのかかる棚や引き 出し に保管

し 、 必要がなく なっ た時には確実に廃棄する こ と 。  

 

（ ３ ） 情報公開請求への対応 

指定管理者に対し 、 指定管理者が管理する指定管理施設に関する も のの情報公開請求があっ た場合

は、 その情報について公開に努めなければなら ない。 また、 本市が保有し ない文書で、 指定管理者

が保有し 管理する指定管理施設に関する文書について情報公開請求があっ た場合は、 本市の求めに

応じ て公開に努めるこ と と する 。  

 

８  施設管理に関する遵守すべき 関係法令及び条例等 
本施設の管理・ 運営にあたっ て、 関係法令を遵守するこ と 。 下記に主な法令等を 掲げる。  

・ 新潟市体育施設条例 

・ 新潟市都市公園条例 

・ 新潟市体育施設条例施行規則 

・ 新潟市都市公園条例施行規則 

・ 新潟市都市公園体育施設の管理に関する 規則 

・ 新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則 

・ 新潟市公共施設予約システムの利用に関する規則 

・ 労働基準法 

・ 労働関係調整法 

・ 労働安全衛生法 

・ 最低賃金法 

・ 消防法 

・ 新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例 

・ 新潟市情報公開条例 

・ 新潟市における法令遵守の推進等に関する条例 

・ 新潟市暴力団排除条例 

・ 新潟市財産条例 

・ 新潟市障がいのある人も ない人も 共に生き るまち づく り 条例 

 

９  収入・ 支出に係る事項 
指定管理者は、 本市が支払う 本施設の管理運営事業（ 指定管理業務） に要する 経費のほか、 指定管理

者自ら が企画・ 実施する事業（ 自主事業） の収入を 自ら の収入にするこ と ができ る 。  

 

（ １ ） 指定管理業務会計の収入と し て見込まれる も の 

ア 指定管理料 

①指定管理料（ 提案分）  

    指定期間全体の指定管理料（ 工事費除く ） の上限は１ ,３ ２ １ ,６ ０ ０ 千円（ 消費税及び地方消
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費税を含む） と する。  消費税等の税率については、 １ ０ ％と し て計上するこ と 。  

税率改正による 上乗せ分については、 政府の正式決定後、 協定を締結する 指定管理者と の協議に 

より 指定管理料に加算する 。  

応募にあたっ ては、 上限額以内で各年度の収支計画書にて指定管理料を 提示し てく ださ い。 な

お、 市が支払う 指定管理料については、 応募時の収支計画書に提示さ れている額ではなく 、 各年

度の提示額を 上限と し て、 毎年度、 市と 指定管理者と の協議の上、 別途、 協定で定めるこ と と し

ます。  

また、提示さ れる指定管理料の額は、各年度に必要と なる経費に対応し た提示額と し てく ださ い。 

②工事費に係る 指定管理料 

工事費と は１ 件につき ５ 万円（ 税込） 以上２ ５ ０ 万円（ 税込） 未満の施設・ 設備等における 劣

化、 破損、 故障等により 損なわれた機能を 回復さ せる も ののほか、 土地・ 工作物等の造成又は製

造及び改造、 工作物等の移転及び除去工事等に要する経費を いう 。  

本市と 指定管理者で年度ごと に工事の計画及び予算を 協議し 、 それを 基に本市は１ 件につき ２

５ ０ 万円（ 税込） 未満の工事費に限定し た指定管理料を 予算額（ 預かり 金） と し て支払う 。 指定

管理者は定期的に実施状況や今後の見込み等を 報告し 、 会計年度末（ 翌年３ 月３ １ 日） に精算を

行う 。 こ の際予算額に対し て不用額がある場合は、 本市に返納する こ と 。  

イ  指定管理者の自主事業実施に伴う 収入 

ウ 指定管理者独自の申請によ る補助金・ 助成金・ その他外部資金 

（ ※イ 、 ウは必須ではなく 、 指定管理料の削減のために充当する場合に計上）  

 

（ ２ ） 指定管理料（ 提案分） に含むも の 

ア 人件費（ 退職給与引当金含む）  

イ  管理費（ 光熱水費＊、 保守管理費、 ５ 万円未満の修繕費等）  

      ＊流通公園庭球場の電気料は含まない。  

ウ 事務費（ 消耗品費、 印刷製本費、 通信費、 パート 募集掲載料等）  

 

（ ３ ） 指定管理料の支払い 

会計年度（ ４ 月１ 日から 翌年３ 月３ １ 日まで） ごと に支払う 。 各年度の指定管理料の額は、 予算の

範囲内で協議し 決定する。 なお、 支払い時期や方法は、 協定で定める。  

 

10 消耗品、 備品、 修繕、 工事、 リ スク 分担 
（ １ ） 消耗品・ 備品の定義 

１ 件につき ３ 万円（ 税込） 未満のも のを 消耗品と し 、 それ以上は備品と する。  

 

（ ２ ） 備品等の管理（ 別紙４ 「 管理物品一覧」 参照）  

備品は備品台帳により 数量管理を 行う こ と 。 購入及び破棄等、 異動が生じ た場合には、 本市に報告

するこ と 。 貸出用備品は常に良好な状態に保つよう 点検を 行う こ と 。  

その他、 施設の管理運営に必要な物品（ 消耗品） についても 、 一覧表を作成するなどし て適切な管

理を 行う こ と 。  

 

（ ３ ） 備品の購入又は調達 

備品が経年劣化、 破損及び不具合等により 業務実施の用に供するこ と ができ なく なっ た場合は、 指

定管理者が購入又は調達するも のと する。 ただし 、 １ ０ 万円（ 税込） 以上の高額備品の購入又は調

達については、 事前に本市と 協議し 、 費用負担の指示を受ける こ と 。  

 

（ ４ ） 消耗品の購入又は調達 

指定管理者は、 施設運営に支障を き たさ ないよ う 、 必要な消耗品を 適宜購入又は調達するも のと す

る 。  

 

（ ５ ） 備品等の扱い 

備品は、 指定管理期間の終了に際し 、 本市又は次期指定管理者に引き 継がなければなら ない。  

消耗品については、 原則、 指定管理者が自己の責任で撤去・ 撤収する も のと する 。 ただし 、 本市   

と 指定管理者の協議において両者が合意し た場合、 本市または次期指定管理者に引き 継ぐ こ と がで
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き るも のと する 。  

 

（ ６ ） 施設の修繕及び工事 

施設の修繕については、 １ 件につき ５ 万円（ 税込） 未満は修繕料と し 、 費用負担は指定管理者と す

る 。 １ 件につき ５ 万円（ 税込） 以上は工事費と し 、 １ 件につき ２ ５ ０ 万円（ 税込） 未満の工事費の

費用負担は指定管理者と する（ 指定管理料（ 工事費分） の範囲内）。 １ 件につき ２ ５ ０ 万円（ 税込）

以上の工事費の費用負担は本市と する 。 また、 修繕及び工事を 行う 場合は、 本市に報告する こ と 。 

 

区分 経費名 費用の負担 費用の出処 

１ 件につき ５ 万円未満 修繕料 指定管理者 
指定管理料（ 提案分）  

に含む 

１ 件につき ５ 万円以上 

２ ５ ０ 万円未満 
工事費 

指定管理者 

又は 

本市 

指定管理料（ 工事費分）  

又は 

本市が直接執行 

１ 件につき ２ ５ ０ 万円以上 工事費 本市 
本市が直接執行 

（ 予算に応じ て対応）  

 

 

（ ７ ） リ スク 負担 

協定の締結にあたり 、 施設の管理運営上の事故・ 天災・ 物価上昇等の経済状況の変化など、 事前に

予測でき ない事態が発生し 、 管理運営の経費や収入が影響を受ける 場合がある ため、 リ スク に対す

る 負担者を 協議し 、 リ スク 分担表を作成する。 なお、 想定さ れるリ スク は、 別紙３ 「 管理運営上の

リ スク 分担表」のと おり と し 、リ スク 分担表に記載さ れたリ スク 以外の負担については、その都度、

協議を 行い決定する。  

 

11 業務等の計画及びモニタ リ ング 
（ １ ） 業務等の計画書及び収支予算書 

指定管理者は、 次年度の本施設の指定管理業務の実施に際し 、 事前に実施体制（ 人員配置含む）、

実施内容、 実施スケジュ ール等、 協議の必要な事項を 記載し た指定管理業務計画書及び収支予算書

を 本市が指定する期日までに提出し 、本市の承諾を 得るこ と 。また、自主事業に関する 事業計画書、

収支予算書についても 併せて提出し 、 本市の承諾を 得るこ と 。  

指定管理業務計画書及び自主事業計画書の記載内容にやむを 得ず変更等が生じ る場合は、 指定管理

者は、 事前に当該変更等の内容を 記載し た文書を本市に提出し 承諾を 得る こ と 。  

 

（ ２ ） 業務等の報告書（ 別紙５ 「 業務等の報告書」 参照）  

ア 指定管理者は、本施設の指定管理業務及び自主事業の実施状況、収支実績、施設の利用状況（ 利

用者数・ 利用件数・ 障がい者利用状況等含む） 等、 指定管理業務及び自主事業に関し ての日報、

月報及び年度報告書を 作成する こ と 。  

年度報告書と 月報は本市が指定する期日までに提出し 、 本市の確認を 受ける も のと し 、（ 必要

に応じ て） その詳細について説明を するこ と 。 日報については指定管理者が保管し 、 本市の要請

に応じ て提出するこ と 。  

また、 本市が指定管理者に対し 指定管理業務にかかる 説明及び資料提供を 要求し た場合は、 速

やかに対応する こ と 。  

 

（ ３ ） 施設の管理運営に関する 利用者意見などの把握と その意見に基づく 施設改善・ 協力 

ア 利用者アン ケート 等の実施 

指定管理者は、 本施設で提供する サービスの評価や利用者等の意見、 要望、 苦情等を 把握する

ため、 意見箱、 アンケート 、 イ ン タ ビュ ー（ 対面会話によ る意見聞き 取り ） を 組み合わせて施設

利用者の意見、 要望、 苦情等を聴取し 、 その結果及び業務改善への反映状況については利用者へ

の周知を 図ると と も に本市に報告し 、 本市と 協力し て管理施設のサービ ス向上に取り 組むこ と 。  
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イ  利用者等による第三者評価 

利用者を はじ め競技団体や地域の団体などと の交流会等を 設置し 、 施設の管理・ 運営について 

の意見を 調査・ 集約するこ と ができ るも のと する 。 また、 調査を行っ た際は、 調査結果を 施設運

営に反映さ せる ための方策等について本市に積極的に提案するよう 努める こ と 。 さ ら に、 本市が

利用者に対し て行う アンケート 調査等を 実施する場合は、 全面的に協力するこ と 。   
 
（ ４ ） 公の施設目標管理型評価  

 ア 評価体制と 時期 

    本市は、 地方自治法第 244 条の 2 に基づき 、 指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を 期

する ため、 指定管理者に対し て、 当該管理業務又は経理の状況に関し て 11（ ２ ） による報告を 求

め、 実地について調査し 、 又は必要な指示を するこ と ができ る。  

指定管理者は、 定期的に下記「 達成すべき 要求水準」 を 測定し 、 達成度を把握でき るよう にする

こ と 。 水準値を 達成でき ない場合、 指定管理者は、 改善を図るための提案を 行い、 本市の承認を

得て実施するこ と 。  

本市は、 下記「 達成すべき 要求水準」 に基づき 、 定期的なモニタ リ ング及び毎年度末に評価を

実施すると と も に、その結果を指定管理者に通知し 、本市ホームページ等で公表する も のと する。

指定管理者は、 通知さ れた結果を 施設内に掲示する など周知に努めるこ と 。  

 イ  達成すべき 要求水準 

    別紙６ 「 公の施設目標管理型評価書」 のと おり と する。  
 

（ ５ ） 実績評価の次期選定への反映 
    今回指定管理者に選定さ れたも のが次回指定管理者の選定に再度申請し た場合に、 指定期間( 令

和６ 年度から 令和１ ０ 年度) における 管理運営の実績評価に応じ て加減点を行う 。 その際、 毎年の

年度評価を も と に最終年度に指定期間を 通し た総合実績評価を 行い、 ４ 段階の評価に応じ て下表

の加減率を、 配点の合計点に乗じ るこ と により 加点又は減点する点数を 算出する。  

 

評価 加減率 １ ０ ０ 点満点の場合 １ ５ ０ 点満点の場合 

Ｓ  ５ ％ ５ ． ０ 点加点 ７ ． ５ 点加点 

Ａ  ３ ％ ３ ． ０ 点加点 ４ ． ５ 点加点 

Ｂ  ±０ ％ 加点なし  加点なし  

Ｃ  △２ ％ ２ ． ０ 点減点 ３ ． ０ 点減点 

 

（ ６ ） 自己評価の実施 

    指定管理者は、 協定書及び業務仕様書に定めら れた業務について、 日報や月報に記載するなど、

施設管理業務や自主事業の実施状況、 施設の利用状況、 苦情や要望の件数、 収支状況等を 把握し 、

自ら 分析・ 評価を行う 。自己評価の実施によ り 、管理運営の見直し や業務の改善を 行う こ と と する。  

 

12 損害賠償責任保険関係 
指定管理者の故意又は過失、 瑕疵等が原因で、 利用者等に対し 損害賠償を 行う 必要が生じ る可能性が

ある。 その際、 指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 損害が生じ た場合は、 指定管理者に損害賠償

義務が生じ る こ と から 、 指定管理者は、 原則と し て施設利用者等の身体・ 財物に対する損害賠償責任

保険へ加入するこ と 。  

また、 その他指定期間中必要と 考えら れる 保険に加入する こ と 。 なお、 普通火災保険については本市

が加入する。  

 

13 指定管理者名の表示 
指定管理者が管理運営し ている 本市の施設である旨を 明確にするため、「 指定管理者名」 と 設置者と

し ての「 市の連絡先（ 所属課名、 電話番号など）」 を 施設に表示し 、 ホームページや、 案内パン フ レ

ッ ト 等にも 明記し て利用者に周知する こ と 。  

 

14 検査及び監査等への協力 
本市が、 指定管理者の指定管理業務全般に対する立ち入り 検査や指定管理者の経営状況監査等を 行う

と き は、 指定管理者はそれら に全面的に協力し 、 要求する 資料等を 速やかに提出するこ と 。  
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15 改善指導等 
（ １ ） 指導、 助言及び改善指導等 

本市は、 各種モニタ リ ング結果や年度報告書及び月報に基づき 、 指定管理者に指導及び助言を する

も のと する。 指定管理者は、 本市よ り 「 改善指導書」 によ り 改善の指導を 受けた場合は、「 改善計

画書」 を本市に提出し 、 改善に取り 組まなければなら ない。 改善結果が適正でないと 認めら れた場

合は、 本市は「 改善指示書」 により 改善の指示と その期限を 通知するも のと する。  
 

（ ２ ） 業務の一時停止、 指定の取消 

指定管理者は、 本市より 15（ １ ） によ る改善指示を受けた後も 、 適正な改善を 行わない、 又は本市

の指示に従わず、 業務の継続が不適切な場合は、 業務の全部又は一部停止若し く は指定管理者の取

消し を 受ける も のと する。  

 

別紙１ 「 衛生管理業務及び清掃業務」  

別紙２ 「 施設管理における保守点検等業務」  

別紙３ 「 管理運営上のリ スク 分担表」  

別紙４ 「 管理物品一覧」  

別紙５ 「 業務等の報告書」  

別紙６ 「 公の施設目標管理型評価書」  

※下記資料については別に添付し ているも のと し て業務仕様書に記載 

・「 新潟市西総合スポーツセン タ ー等の利用に関する 業務について」  
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別紙１  
衛生管理業務及び清掃業務 

 

  指定管理者は， 本施設及び敷地内について， 良好な環境衛生， 美観の維持に心がけ， 施設と し ての

安全かつ快適な空間を 保つために清掃業務を実施するこ と 。 清掃はできる限り 利用者の妨げになら な

いよう に実施するこ と と し ， 施設内を 細部にわたり 清掃するこ と により ， 破損箇所及び破損の恐れの

ある箇所を事前に発見するよう に努めるこ と 。 ガラ ス清掃を含む高所作業等については， 労働安全衛

生規則やその他の関係法規を 遵守し ， 安全管理の万全を期し て所定の業務を 行う こ と 。  

  なお清掃時には適切な洗浄剤・ 洗浄用具等を用いると と も に、 用水、 電力の使用については必要最

小限にと どめるこ と 。  

 

１ ． 清掃業務等の基準 

施設名： 西総合スポーツセンタ ー 

主な作業箇所 日常清掃の主な内容 定期清掃の主な内容 

【 体育館棟】   

体育室 

用具室 

ト レーニングルーム 

事務室 

風除室 

通路・ 階段 

ト イ レ（ 多目的ト イ レ含む）  

更衣室 

シャ ワー室 

医務室 

湯沸室 

研修室 

管理員室 

ラ ンニングコ ース 

わいわいコ ーナー 

休憩室（ 喫茶室）  

 

○床面清掃 

○カ ウンタ ー，備品，器具等の清

掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

 

＊体育館の床板清掃については、

文部科学省・ スポーツ庁通知「 体

育館の床面のはく 離によ る 負傷

事故の防止について（ 29 施施企

第 2 号 H29. 5. 29）」 を参考に行う

こ と 。  

 

 

○床面洗浄 

○床ワッ ク ス仕上げ 

（ 事務室， 更衣室， 医務室， 研修

室， 休憩室， 通路， 階段等）  

○ガラ ス， 壁面清掃 

○冷暖房設備清掃 

○マッ ト 類ク リ ーニング 

 

【 プール棟】  

ポーチ・ 風除室 

エント ラ ンスホール 

事務室 

湯沸室 

職員休憩室 

管理員室 

浴室 

ト イ レ（ 多目的ト イ レ含む）  

更衣室 

シャ ワー室 

ロッ カ ー室 

通路・ 階段 

監視員室 

採暖室 

プール・ プールサイ ド  

ホール（ ２ Ｆ ）  

休憩室（ ２ Ｆ ）  

観覧席 

 

○床面清掃 

○カ ウンタ ー，備品，器具等の清

掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

○浮遊物， 沈殿物除去 

 

○床面洗浄 

○床ワッ ク ス仕上げ 

（ 事務室， ホール， 休憩室， 観覧

席， 通路， 階段等）  

○ガラ ス， 壁面清掃 

○冷暖房設備清掃 

○マッ ト 類ク リ ーニング 
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主な作業箇所 日常清掃の主な内容 定期清掃の主な内容 

【 屋内運動場】  

コ ート （ 人工芝）  

ト イ レ 

用具室 

 

○掃除機掛け（ コ ート 内）  

○床面清掃 

○備品， 器具等の清掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

 

○床面洗浄 

○ガラ ス， 壁面清掃 

○マッ ト 類ク リ ーニング 

○すす払い 

【 屋外施設】  

ト イ レ（ 多目的ト イ レ含む）  

ト リ ムコ ース 

テニスコ ート  

アーチェ リ ー場 

プロムナード  

駐車場 

 

○床面清掃 

○備品， 器具等の清掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

○手摺， ベンチ清掃 

○除草 

 

○側溝清掃 

 

施設名： 黒埼地区総合体育館 

主な作業箇所 日常清掃の主な内容 定期清掃の主な内容 

【 体育館棟】   

体育室 

用具室 

ト レーニング室 

事務室 

通路・ 階段 

ト イ レ（ 多目的ト イ レ含む）  

ロッ カ ー室 

シャ ワー室 

水飲み場 

保健室兼集会室 

玄関 

会議室 

卓球室 

放送室 

ラ ンニングコ ース 

 

○床面清掃 

○カ ウンタ ー，備品，器具等の清

掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

 

＊体育館の床板清掃については、

文部科学省・ スポーツ庁通知「 体

育館の床面のはく 離によ る 負傷

事故の防止について（ 29 施施企

第 2 号 H29. 5. 29）」 を参考に行う

こ と 。  

 

 

○床面洗浄 

○床ワッ ク ス仕上げ 

（ 事務室，ラ ンニングコ ース，通

路， 階段等）  

○ガラ ス， 壁面清掃 

○冷暖房設備清掃 

○マッ ト 類ク リ ーニング 

 

【 武道館棟】  

玄関 

剣道場 

柔道場 

相撲場 

用具室 

ト イ レ 

シャ ワー室 

更衣室 

水飲み場 

通路 

 

○床面清掃 

○備品， 器具等の清掃 

○衛生陶器類の清掃 

○洗面台， 鏡の清掃 

○ゴミ 処理 

 

 

○床面洗浄 

○ガラ ス， 壁面清掃 

○冷暖房設備清掃 

○マッ ト 類ク リ ーニング 
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主な作業箇所 日常清掃の主な内容 定期清掃の主な内容 

【 屋外】  

ポーチ 

駐車場 

 

○床面清掃 

○ゴミ 拾い 

 

○側溝清掃 

 

施設名： 山田高架下ゲート ボール場・ 流通公園庭球場・ 善久河川敷公園庭球場・ 寺地河川敷公園庭

球場 

主な作業箇所 日常清掃の主な内容 定期清掃の主な内容 

【 屋外】  

コ ート  

（ 駐車場）  

 

○除草 

○ゴミ 拾い 

○ベンチ清掃 

○除草 
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別紙２   

 

施設管理における保守点検等業務 
 

指定管理者は， 本施設の施設及び設備機器の良好な状態を 維持するこ と で， 突発的な異常・ 故障を

防止し ， 常に利用者が安全かつ快適に利用でき るよう 計画的に設備機器管理・ 保守点検を行う こ と 。

業務は関係法令に従い， 法令に基づく 検査・ 点検は、 所定機関， 有資格者を も っ て行う こ と 。  

 

施設名： 西総合スポーツセンタ ー 

項  目 主 な 内 容 頻 度 備  考 

消防用設備 

消防法( 第 17 条の 3 の 3)  

・ 機器点検 ２ 回／年  

・ 総合点検 １ 回／年  

衛生設備 

水道法 

新潟市貯水槽給水施設

の衛生管理指導要綱 

・ 給湯ボイ ラ ー保守点検 １ 回／年  

・ 自動給水装置保守点検 １ 回／年  

・ 加圧給水ポンプ保守点検 １ 回／年  

・ 簡易専用水道検査 １ 回／年  

・ 貯水槽清掃 １ 回／年  

・ 貯水槽水質検査 １ 回／年 貯水槽清掃後 

・ 貯水槽給水施設点検 １ 回／月  

昇降機、 防火設備等 

建築基準法( 第 12 条第 4

項)  
・ 定期点検 １ 回／年  

特殊建築物定期点検 

建築基準法( 第 12 条第 2 

項)  

・ 建築物点検 １ 回／３ 年 令和８ 年度 

自家用電気工作物 

電気事業法( 第 42 条)  
・ 日常点検 毎日  

・ 月次点検 １ 回／月  

・ 年次点検 １ 回／年  

汚水処理施設（ 浄化槽）

浄化槽法 

・ 保守点検（ 微生物管理， 機器点検，

清掃等）  
 

 
 

体育館棟及びプール棟 １ 回／２ 週 

テニスコ ート  １ 回／２ ヶ 月 

・ 定期検査 １ 回／年 

業務用空調機定期点検 

フ ロン排出抑制法 

・ 定期点検（ 有資格者による ①目視確

認等②間接法③直接法。 点検記録の

作成保存）  

１ 回／１ 年も

し く は ３ 年

（ 圧縮機の定

格出力によ り

異なる）  

 

業務用空調機器簡易点

検 

フ ロン排出抑制法 

・ 簡易定期点検（ 目視確認。 点検記録

の作成保存等）  
１ 回／３ 月  

プール水質検査 

プール条例施行規則 

・ 有利残留塩素濃度又は二酸化塩素

濃度 
3 回以上／日 

・ 新潟市プール条

例施行規則による 

・ 水素イ オン濃度、 濁度、 過マン ガ

ン 酸カ リ ウム消費量、 大腸菌及び一

般細菌 

1 回以上／月 

・ 総ト リ ハロメ タ ン 1 回以上／年 



 

 2

項  目 主 な 内 容 頻 度 備  考 

バスケッ ト ゴール保守

点検 
・ 安全点検 １ 回／年  

体育館床板 

文科省施設課長・ スポ

ーツ 庁参事官通知「 29

施施企第2号H29. 5. 29」 

・ 日常点検 毎日 

点検記録表を作成 
・ 定期点検 １ 回以上／年 

中央監視装置 

（ 体育館棟・ プール棟） 
・ 総合点検 １ 回／年  

空調設備 ・ 給排気フ ァ ン保守点検 ２ 回／年 

 

・ 受水槽ポンプ室フ ァ ン保守点検 ２ 回／年 

・ 空調機保守点検 ２ 回／年 

・ パッ ケージエアコ ン保守点検 ２ 回／年 

・ 更衣室フ ァ ンコ イ ル保守点検 ２ 回／年 

・ 空調フ ィ ルタ ー清掃 ２ 回／年 

・ 熱源ポンプ保守点検 １ 回／年 

・ ガスヒ ート ポンプ保守点検 １ 回／年 

・ 全熱交換器清掃 １ 回／年 

 
・ 膨張タ ンク 点検 １ 回／年 

・ 温水ポンプ保守点検 １ 回／年 

・ 真空ヒ ータ ー保守点検 １ 回／年 

・ 除塩フ ィ ルタ ー交換 

体育館棟 

１ 回／３ 年 

プール棟 

１ 回／２ 年 

体育館棟： 令和６

年度、 ９ 年度 

プール棟： 令和６

年度、 ８ 年度、 １

０ 年度 

遠赤外線暖房機 ・ ガス焚き遠赤外線暖房設備点検 １ 回／年  

自動ド ア ・ 保守点検 ２ 回以上／年  

屋内ゲート ボール場 

屋根 
・ 制御盤， 遠方操作盤点検 

１ 回／年  ・ モート ル部点検， 調整 

・ 他機器， 箇所点検， 調整 

ト レーニングマシン 
・ 保守点検 １ 回／年  

Ａ Ｅ Ｄ 保守点検 ・ 日常点検（ 動作確認）  毎日  

ばい煙等 ・ 窒素酸化物測定 

 （ 排出ガス量４ 万㎥/ｈ 未満）  
２ 回／年 ２ 基 

・ ばいじ ん測定 

（ ガス専焼のボイ ラ ー, ガスタ ービ

ン及びガス機関）  

１ 回／５ 年 
１ 基 

令和９ 年度 

プール棟設備 日常動作点検 

 ・ ボイ ラ ー熱交換機設備 

・ 空調設備 

・ 各種ポンプ類 

・ 給排水， 衛生設備 

・ その他関係設備 

１ 回／２ 時間 
 

・ ボイ ラ ー設備検査等 １ 回／年 
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項  目 主 な 内 容 頻 度 備  考 

・ 空調機， 送風機の点検 １ 回以上／年 

・ 空調機フ ィ ルタ ーの洗浄 随時 

・ 急速ろ 過機， 循環ポン プ スト レ ナ

ーの洗浄 
随時 

・ 塩素パッ ク 注入機の整備 随時 

ろ過設備 ・ 循環ろ 過装置点検 １ 回／年 

 

・ ポンプ類点検 １ 回／年 

・ 水質監視装置点検， 校正 １ 回／年 

・ 凝集剤注入装置点検 １ 回／年 

・ オゾン浄化殺菌装置点検 １ 回／年 

・ 制御盤点検 １ 回／年 

・ 他機器点検 １ 回／年 

ウォ ータ ースラ イ ダー

保守点検 

・ 日常点検 毎日 目視・ 触診 

・ 保守点検 
１ 回以上／２

年 

令和６ 年度、 ８ 年

度、 １ ０ 年度 

樹木及び芝生 

（ 多目的グラ ン ド 芝生

除く ）  

・ 剪定 １ 回／年  

・ 薬剤散布 ２ 回／年  

・ 芝生目土 １ 回／年  

・ 芝生刈込 ２ 回／年  

・ 雑草地除草 ２ 回／年  

・ 樹木， 芝生施肥 ２ 回／年  

多目的グラ ンド 芝生 ・ 刈込み 適宜  

・ 施肥 １ 回／月 ５ ～９ 月 

・ 播種 ２ 回／年 ３ 月・ １ ０ 月 

・ 灌水 適宜  

・ 草取り  適宜  

・ 芝補修 適宜  

・ その他必要な作業 適宜  

 

施設名： 黒埼地区総合体育館 

項  目 主 な 内 容 頻 度 備  考 

消防用設備 

消防法( 第 17 条の 3 の 3)  
・ 機器点検 ２ 回／年 

 
・ 総合点検 １ 回／年 

自家用電気工作物 

電気事業法( 第 42 条)  
・ 日常点検 毎日 

 ・ 月次点検 １ 回／月 

・ 年次点検 １ 回／年 

バスケッ ト ゴール保守

点検 ・ 安全点検 １ 回／年  

汚水処理施設（ 浄化槽

浄化槽法 

・ 保守点検（ 微生物管理，機器点検，

清掃等）  
１ 回／２ 週 

 

・ 定期検査 １ 回／年 

特殊建築物定期点検 
建築基準法 

( 第 12 条第 2 項)  
・ 建築物点検 １ 回／３ 年 

令和７ 年度、 １

０ 年度 

自動ド ア ・ 保守点検 １ 回／年  
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項  目 主 な 内 容 頻 度 備  考 

ト レーニングマシン 
・ 保守点検 １ 回／年  

Ａ Ｅ Ｄ 保守点検 ・ 日常点検（ 動作確認）  毎日  

いす式階段昇降機保守

点検 

・ 定期点検 １ 回／年 
 

体育館床板 

文科省施設課長・ スポ

ーツ 庁参事官通知「 29

施施企第2号H29. 5. 29」 

・ 日常点検 毎日 
点検記録表を 作

成 
・ 定期点検 １ 回以上／年 

 

施設名： 善久河川敷公園庭球場 

項  目 主  な  内  容 頻 度 備 考 

コ ート 整備 ・ 転圧 

・ 砂入れ 

・ 不陸調整 

・ 勾配調整 

・ その他必要な作業 

１ 回以上／年 

 

※各作業は天候

や利用状況に合

わせて適宜調整 

Ａ Ｅ Ｄ 保守点検 ・ 日常点検（ 動作確認）  毎日  

 

施設名： 山田高架下ゲート ボール場 

項  目 主  な  内  容 頻 度 備 考 

コ ート 整備 ・ 転圧 

・ 砂（ 土） 入れ 

・ 不陸調整 

・ 勾配調整 

・ その他必要な作業 

１ 回以上／年 

 

※各作業は天候

や利用状況に合

わせて適宜調整 

簡易ト イ レ汲取り  ・ 汲取り  適宜  

 

施設名： 寺地河川敷公園庭球場 

項  目 主 な 内 容 頻 度 備 考 

コ ート 整備 ・ 転圧 

・ 砂（ 土） 入れ 

・ 不陸調整 

・ 勾配調整 

・ その他必要な作業 

１ 回以上／年 

 

※各作業は天候

や利用状況に合

わせて適宜調整 

 

施設名： 流通公園庭球場 

項  目 主 な 内 容 頻 度 備 考 

コ ート 整備 ・ 転圧 

・ 砂（ 土） 入れ 

・ 不陸調整 

・ 勾配調整 

・ その他必要な作業 

１ 回以上／年 

 

※各作業は天候

や利用状況に合

わせて適宜調整 

Ａ Ｅ Ｄ 保守点検 ・ 日常点検（ 動作確認）  毎日  
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管理運営上のリスク分担表 

種  類 内  容 
リスク分担 

本市 指定管理者 

物価変動 物価変動による経費の増大  ○ 

金利変動 金利の変動による経費の増大  ○ 

税制・法令

改正 

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費の増

大又は減少（自主事業にかかるものを除く） 
○  

上記以外の改正等による経費の増大又は減少 

（例：従業員の最低賃金の引き上げ） 
 ○ 

その他の制

度改正 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則の改正その他の

制度変更等による経費の増大又は減少 
○  

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等による

経費の増大又は減少 
 ○ 

資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等  ○ 

管理運営 

本市の責め・指示による事業内容の変更等に関するもの ○  

上記以外の要因による事業内容の変更等に関するもの  ○ 

自主事業にかかる収入の変動  ○ 

運営時の周辺環境への配慮、住民対策、苦情処理に関する

もの 
 ○ 

本市の発意による施設の大規模修繕（施設の原形を変ずる

改修及び模様替え）や維持補修 
○  

施設・備品

等の損傷 

施設の劣化、破損、故障等（5 万円未満）  ○ 

施設の劣化、破損、故障等 

（5 万円以上 250 万円未満） 
△ 

○ 

指定管理料 

(工事費分) 

施設の劣化、破損、故障等（250 万円以上） ○  

指定管理者の責めによる施設の損傷  ○ 

指定管理者が設置した備品等の劣化、破損、故障等  ○ 

上記以外の備品等の劣化、破損、故障等 △ ○ 

指定管理者の責めによる備品等の損傷  ○ 

許認可等 
本市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ

る事業の中止、延期 
○  

別紙３ 
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指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ

とによる事業の中止、延期 
 ○ 

不可抗力 

地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等、指定管理者の責

めに帰すことのできない自然現象又は人為的な行為による

業務の変更、中止、休業等による損失 

○  

上記のうち、指定管理者が実施する自主事業に対する損失 市と指定管理者で協議 

管理運営上

の事故等に

伴う損害賠

償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰す

べき行為により利用者に損害を与えた場合 
 ○ 

騒音、振動、悪臭など管理運営上において周辺住民の生活

環境を阻害し損害を与えた場合 
 ○ 

事業終了時

の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中における

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用、原状回復

費用及び引継に要する費用 

 ○ 

○・・・主負担 △・・・従負担 



１．西総合スポーツセンター
品名・規格等 数量

デイスクワゴン　イトーキＣＲＹ‐０４６ＭＡＣ 1
ベットサイドキャビネット　オカムラＬ８５１ＡＳＭＥ８６ 1
両袖デスク 1
両袖デスク 1
テーブル　富士ＢＳ‐１３０‐３３５ 1
角テーブル　コクヨＢＴ‐２５３ＦＩ 1
応接テーブル　コクヨＮＴ３１０ＰＩ３ 1
ミーティングテーブル　ＭＴ‐５０ＦＩＮ 1
会議用テーブル 3
移動ステージ　シコＳ‐６８ 2
ステージステップ　シコステップ３ 2
診察台　コクヨＨＰ‐Ｄ１０Ｎ 1
アルミポータブルステージ　セノー　ＨＥ９１０１４２ 3
カウンター　ウチダＯＴ‐１８ＬＢ 1
ハイカウンター　コクヨＣＯ－ＬＲＭ８Ｆ１ 1
インフォメーションチェアー 1
スツール　コトブキＦＣ‐９０７０５ 4
椅子　オカムラ２３６５ＸＳ‐Ｐ６１５ 1
シートベンチ　アイチアイネックスＫ 1
ベンチ　ニチエスＮＳ‐１３０ 6
ロビーラウンジベンチ　オカムラＬ９５３ＢＮ‐Ｗ４６２ 2
ベンチ　アルミ２Ｓ 4
コンビシート　ＤＸ‐Ｒ２ 1
ベンチ　コクヨＰＦ－Ｂ１１１ＢＮ 2
ストリートアスレチックベンチ　コトブキＣＦ‐７３０１３ 6
椅子（応接セット）　コクヨＣＥ‐２００ＫＢＮ 4
応接セット（安楽椅子）　オカムラ８３３８ＥＡ‐Ｆ３１９ 1
応接セット（長椅子）　オカムラ８３３８ＥＢ‐Ｆ３１９ 1
引違書庫　プラスＳＧ６５３Ｒ 1
引違書庫　プラスＳＧ３５３Ｒ 2
引違書庫　ＳＧ４５３Ｒ 2
引違書庫　プラスＳＧ３０６Ｒ 1
データ保管庫　プラスＭＴＫ６１０ＰＢ 1
耐火庫　コクヨＨＳ‐Ｅ４１Ｍ 1
耐火金庫　イトーキＨＦＭ‐１０８ＨＧＳ 1
ロッカー　ウチダＨＬ‐６型３０２‐５００６ 2
ロッカー　ウチダＨＬ‐３型 2
コインロッカー　アルファーＮＳ‐１６８５Ｗ 40
ロッカー（６人用）　イトーキＨＬＳ９８３２‐Ｖ 4
ロッカー　コクヨＬＫ‐６Ｆ１ 1
シューズボックス　プラス６４‐０８０ 8
シューズボックス　特注３６人用 4
シューズボックス　特注１８人用 1
シューズボックス　ホウトクＨＡ‐１５　 2
鍵付きコートハンガー 1
デリカウォール　ライオンＶＧＢ７５ 2
ビート板整理棚　エバニューＨＢ‐１０５ 2
ビート板整理棚　エバニューＨＢ‐１０８ 1
中量棚　イトーキＥＲＭ‐１７６６５‐１ 1
スチール製棚　５段 1
スチール製棚　６段 1
スチール棚　ＷＧ１３４５ 1
キャビネット（三段引出）　イトーキＨＭＦ‐１０８ＡＤＳ 2
キャビネット（クリスタルトレー）イトーキＨＦＭ‐１０８ＫＡＦ 1

管理物品一覧
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キャビネット（ガラス両開）　イトーキＨＦＭ‐１０８ＨＧ 1
キッチンキャビネット　イトーキＨＡＫ‐０６１８ＭＳ 1
プール棚　メトロマックスＱ 2
雑誌棚　ウチダ３１４‐７０４０ＬＢ 1
マガジンラック　ＮＭＲ－３４０ 1
食器棚（事務室用） 1
ロールパーティション　オカムラ４Ｗ５５ＡＡＦＳ６６ 2
アコーディオンスクリーン　ＡＡ－１８６ 4
インドア用マット　ヤマザキロンステップタフマット 1
遮光カーテン 4
ホワイトボード（壁掛）　イトウ特注１２００×２０００ 1
ホワイトボード（移動式）　コクヨＢＢ‐Ｒ１３６‐ＷＩＷＩ 1
ホワイトボード　プラスＳＷ‐３６０Ｙ 1
熱中症予防掲示板 1
ホワイトボード　コクヨＢＢ－Ｒ９３６ＷＷ 2
傘立　ウチダＢ‐２０ 1
傘立　オカムラＬ９７１ＸＣＡＳ０１ 1
傘立て　アンブラーＤ４４ 1
蓄熱式暖房機　ユニデールＶＵＥｉ３０Ｊ 3
残留塩素計　ハンナＨＩ９６７８１ 1
シュレッダー　コクヨＫＰＳ－Ｘ４９０ 1
ＭＳシュレッダー　ＭＳＶ－Ｄ３１Ｃ 1
タッチパネルＰＣ　ＴＯＴＯＫＵＣＶ５１６ＰＪ 1
ノートパソコン　東芝 1
デスクトップパソコン　ＤＥＬＬ 2
ノートパソコン　ＤＥＬＬ 1
デスクトップパソコン　ＤＥＬＬ 1
デスクトップパソコン　ＬＥＮＯＶＯ 1
ノートパソコン　ＢＴＯ　ＬＥＣＬＩ６６４ 3
デスクトップパソコン　ＢＴＯ　ＡＭＭＮ５２２ｉＣｉ５ 1
デスクトップパソコン　ＶＯＳＴＲＯ２６０ＳＴ 1
ノートパソコン　ＤＥＬＬ　ＩＮＳＰＩＲＯＮ１７Ｒ 2
スキャナー 1
デジタルプリンター　オリンパスＰ‐２００ 1
レーザープリンター　キャノンＬＢＰ－６７１０Ｉ 1
薬剤噴霧器　ラビットＲＳ１５００ 1
肩掛草刈機 1
チェーンソー 1
集草機　東興ＢＭ２１８８８ 1
冷水機　日立ＲＷ‐２２２１Ｐ 2
ローレルバンクマシン硬化選別機ＬＣＳ-１１０ 1
両替機　グローリーＥＣＡ‐１ 1
スポーツタイマー　ＥＨＢ２４６ 1
２４秒操作盤　セノーＤＳ００００７９ 2
硬貨選別機　ローレルバンクマシン　ＵＭＳ－１０ 1
ポータブルＰＡパック 1
専用ワイヤレス受信機 1
専用ワイヤレスマイク 1
液晶テレビ　シャープＣ‐１０ＲＶ２ 1
デジタルカメラ　オリンパスＣ‐３０４０ズーム 1
水中サウンドシステム　トロップスＵＡ３５１ 1
テレビ　ＳＨＡＲＰアクオス３２型 1
テレビ　ＳＨＡＲＰアクオス２６型 1
カメラ　キャノンＥＯＳＫＩＳＳＸ６ｉ 1
空気清浄機 8
冷蔵庫　シャープＳＪ－ＰＷ３５Ｗ 1
乾燥機　ナショナルＮＨ‐Ｄ５０２Ｈ 1
高圧洗浄機　Ｔ‐２１３７ 1
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水着専用脱水機　ハヤブサＨＳＤ‐２ＤＳ 1
洗濯機 1
水着専用脱水機　ハヤブサ　ＨＳＤ－６－ＧＳ 1
電気ポリッシャー　トロップスＥＰ‐５２０‐０１２ 1
プールクリーナー　エバニューＨＣ‐０４４ 1
バキュームクリーナー　ヤマザキＣＶＣ‐１２０ 1
バキュームクリーナー　ヤマザキＣＶＣ‐１０２ 2
プールクリーナー　ミヤカワ５型 1
バキュームスイーパー 1
自動券売機　ＢＴ－ｅ２１２（プール棟） 1
自動券売機　ＢＴ－ｅ２１２（体育館棟） 1
電動リフト　エイハンＵＬ２５Ｅ 1
システムストップウオッチ　セイコーＳＶＡＹ００７ 1
台車スプリンクラー　コメット１６３型 1
台車スプリンクラー　コメット１６３型 1
ハイブリッド除雪機　ホンダ　ＨＳＭ１３９０ｉ 1
屋外用ソーラー電波掛時計　セイコーＳＦ２１１Ｓ 1
体内脂肪計　竹井機器ＴＫ１１８５０Ｆ 1
体組成計　ボディプランナー　ＤＦ８７０Ｎ　 1
全自動血圧計　健太郎　ＨＢＰ－９０２０ 1
体重計　竹井機器ＴＫ１１２５７ 1
身長計　竹井機器ＴＫ１１２５３ 1
全自動血圧計　ＢＰ‐２０３ＲＶ３Ｃ 1
体重計　セノーＬＡ９２００ 1
ニッサン　新潟４００せ１４７２ 1
耐水性車椅子　エバニューＨＣ‐４５１ 1
シャワー用車椅子　メッシュ 1
車椅子 1
車椅子　カワムラサイクル　ＫＡ１０２Ｂ－４２ 2
シャワー用車椅子　シャワーラクＳＷＲ－１３０ 1
折り畳み椅子専用台車　チトセＮＯ１５ 11
フロアシート専用台車　川島ＣＫ‐Ｚ２０ 3
長机専用台車　プラス０３‐４８ 5
台車　ライオンＦＴ‐２５ＰＧＮ 1
運搬車　２０００×１３００‐４００ｋｇ 2
運搬車　１０００×７００‐１７０ｋｇ 2
乗用芝刈機・集草袋　東興ロータリーモアＳ１００ 1
乗用芝刈機　東興　ＬＡ１２５ 1
ブロードカスタ　東興　ＬＳ６５０５ 1
バスケット大響ブザー　セノーＤＳ３１０００１ 1
モップ掛台　エバニューＳＴ－２ 1
バドミントン支柱　セノーＤＥ４５２１ 11
デジタイマー　１１０Ｘ 2
ポールバー整理台（支柱ラック）　セノーＤＫ０１１１ 2
アルミポータブルステージ 1
体操円馬　セノーＡＰ２１００ 1
体操マット　セノーＡＭ９０００ 5
新体操用マット一式　セノーＡＨ９０２０ 2
新体操得点表示板　セノーＡＳ‐３０５０ 1
アーチェリー・弓道兼用的台　たたみ付特注 10
柔道畳　セノーＥＡ９１０５７０（５０枚組） 1
ゲートボール作戦得点表示板　ワームＧＷ‐２５０３ 2
テニス支柱　ミトマＭＴ１０３ 1
硬式テニスネット 1
バスケットゴール 1
バスケットファール表示器　モルテンＢＦＷ７ 2
得点板　ミズノ３０ＳＯ‐００７０ 3
バレーボール支柱　ミトマＭＹ‐２０２ 3
テニス支柱　ミトマＭＴ‐１０３ 2
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ミニバスケット台　セノーＤＤ１０００６０ 1
審判台　セノーＤＬ０５００ 2
オフィシャルセット　バスケットボール表示板モルテン　 1
テニス審判台　Ｌ字アングル３０×３０×３亜鉛メッキ 2
バドミントン得点板　セノーＤＳ‐０６１０ 8
ミニサッカーゴール　溶解メッキ付白ペンキ仕上げ 2
テニス用審判台　エバニューＫＥ‐２１３ 4
ファールライト　モルテンＢＦＬ５ 2
得点表示装置　ＴＩＣ‐ＣＩＴＴＺＥＮ　ＢＳ‐６０５ 1
バレーボール支柱　セノーＤＥ１０１５ 3
卓球台　Ｖ３－ＤＸブルーべリック 32
テニス支柱（体育館用） 2
テニス支柱（屋内ＧＢ場用） 1
ショットクロック操作盤　ＤＳ２８０Ｎ０２ 2
バウンドテニス用人工芝コート 3
硬式テニスネット　アシックス１１－１１１６ 4
ショットクロック一式　モルテン 3
バスケット台　セノーＤＡ０６１２ 2
バスケット台パラレルゴール 1
バスケット台セッティングゲージ 1
プールフロア　エバニューＨＣ‐０３５ 12
ウォーターポロ　エバニューＨＡ‐１３１ 1
コースロープ巻取機　エバニューＨＣ‐０１１ 1
監視台　エバニューＨＢ‐１１４ 1
アウトドア用マット　ヤマザキＹＡＦ‐１２７ 1
プール昇降用タラップ 1
バーベルスタンド　ミズノ２８ＴＴ３０４０ 1
セットバーベル　セノーＢＣ４３００‐１５ｋｇ 1
セットバーベル　セノーＢＣ４５００‐２０ｋｇ 1
セットバーベル　セノーＢＣ４７００‐２５ｋｇ 1
セットバーベル　セノーＢＣ４９００‐３０ｋｇ 1
セットバーベル　セノーＢＣ５１００‐３５ｋｇ 1
セットバーベル　ＢＣ５３００‐４０ｋｇ 1
ブライトダンベル　セノーＢＥ７１００‐１０ｋｇ 1
バーベル演技台　セノーＢＤ０２０２ 1
アブドミナル　２１０９０ 1
アブドミナルボードセット　セノーＢＢ 1
ゴムマット　セノーＢＤ９０２０ 5
フラットベンチ　セノーＢＤ３４２１ 2
ベンチ 1
ベルトバイブレーター　ＢＪ０１０１メッキタイプ 1
チェストプレス　ＢＭ０１１０ 1
クランチマシン　セノーＢＭ０５０ 1
アダクション＆アブダクション　セノーＢＢ６１１２ 1
フラットアジャスタブルベンチ　セノー　ＢＮ５１００ 2
４５°バックエクステンションベンチ　セノー　ＢＮ５３００ 1
スクワットラック　ダンノＤ－５６２ 2
セットバーベル　セノー４５ｋｇ 1
セットバーベルラック　セノーＢＤ２１２２６７ 1
ダンベル　セノー２０ｋｇ 1
ダンベル１２ｋｇ　セノー 1
ダンベルラック　クロームダンベル15ペア用 1
トレーニングマシン（フライ／リアデルト 1
トレーニングマシン（ロウ） 1
トレーニングマシン（レッグエクステンション） 1
トレーニングマシン（シーテッドレッグカール） 1
トレーニングマシン（レッグプレス） 1
トレーニングマシン（アームカール） 1
トレーニングマシン（ラテラルレイズ） 1
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トレーニングマシン（マルチプレス） 1
トレーニングマシン（ラットプル） 1
アジャスタブルプレイランド　マスセット６７２９４ 1
すべり台　幼児プール用 1
ジョイフルクラブハウス７００６ 1
賞状盆　イトウＳＴ‐５５ 1
スライド式はしご　ＷＧＮＵ型二連梯子ＮＵ８５ 1
水中担架　エバニューＨＢ１９１ＡＱＡ 1
フロアシート巻取機　川島ＥＮ‐４Ｂ 1
案内板　コクヨＧＢ‐５３ 1
案内板　コクヨＧＢ‐５２ 1
フロアシート　川島ＣＫ‐２００ 33
案内板　コクヨＧＢ‐Ｇ５２ 1
プール案内板パネル　１５００×９００ 1
着水プールパネル　８００×８００ 1
テニス看板 1
テサーマルカメラ及び専用スタンド 1
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品名・規格等 数量
その他のテーブル類 3
ソファー 6
書庫　アイリスチトセＨＴＳ－３６Ｓ 1
耐火金庫　アイリスチトセＣＫ－ＣＳＧ－９３Ｅ 1
体育館大時計　 1
壁掛ワンウェイ掲示板（正面玄関用） 1
脚付両面ホワイトボード 1
ブルーヒーター　ダイニチＦＭ－１９４Ｆ 2
硬貨計数機Ｃ－１０１０ 1
タッチパネルＰＣ 1
出納印 1
空気清浄機 3
冷水専用ウォータークーラー　日立ＲＷ２２３ＰＤ 1
冷水器　日立　ＲＷ２２３ＰＤ 1
タッチパネル式券売機　ＢＯＳＴＥＣ 1
ペースクロック壁掛け式　ＪＧ９２０３８９ 1
シート巻取り機 1
ジャンプメーター　ミズノ２８ＭＢ‐１７０ 1
あん馬運搬車 1
マット運搬車 1
紅白大玉　三和Ｓ８４直径１００ｍｍ 2
綱引きロープ　三和Ｓ‐１２６ 1
デジタイマー　１１０Ｘ 2
片面式支柱掛台ＫＫ１２　トーエイライト 1
業務用赤外線暖房機 3
フロッカーセット 4
跳箱８段長　１００×４０ 1
平均台　セノーＡＧ０１０１ 1
移動式三角鉄棒３連式 1
あん馬　セノーＡＦ２Ｐ 1
跳箱８段 1
トランポリン　レギュレーション 1
トランポリン　リトルジャイアント 1
平均台　Ｇ‐９０ 1
鉄棒　ダブルワイヤー式 1
段違平行棒　上坂Ｇ‐８３ 1
鉄棒　上坂Ｇ‐９９ 1
平均台　上坂Ｇ‐９０ 1
踏切板　上坂Ｇ‐１５１ 1
エバーマット　Ｋ３ 1
鉄棒　屋内組立式 1
平均台　セノーＡＧ０１０１ 1
鉄棒　ＡＡ０５１０ダブルワイヤー式 1
体育マット　１２０×３００×６ 2
体育マット　１２０×６００×６ 1
肋木　４連一式 1
踏切板　ロイター式検定品 1
体育マット　１５０×２００×２０（ソフト） 1
体操マット　０．６×１．５×６．０ 1
体育マット　着地両面マット 1
タンブリング台セット　 1
相撲マット　少年用２枚１組 2
柔道畳（８４畳） 1
卓球台　カザマＺ‐１ＫＰ２‐１ 10
卓球台　カザマＫＰ２４００ 2
テニス支柱　室内式 2
テニスネット　硬式用アシックス 2

２．黒埼地区総合体育館
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バレーボール支柱　藤栄ライトＢ‐７４４ 2
バレーボール支柱セーフティーカバー 2
バスケットボール用ファール回数表示器　Ｇ‐２１ 2
審判台（バレー，テニス用） 1
審判台（バレー，テニス用） 1
テニス用屋外審判台　藤栄ライトＢ‐３９７ 1
卓球台　サンエー１０‐６４０ 10
卓球台　三英ブルーセンサーＣ‐ＳＳ４‐Ｄ 3
得点板　ＳＢ‐３ 2
ポールバー整理台 1
バスケットボール用デジタイマー 2
バウンドテニス用人工芝コート 3
バレーボール支柱　セノー　ＤＥ１５２５ 2
卓球台　三英ＶＲ 6
バレー支柱　トーエイライトＢ５９９１Ａ 1
卓球台　三英１０－３１２　ＶＥＲＩＣ－Ｗ 4
コードレスバイクＶ６０Ｒ 2
ツイストマシン 1
９００ｕ－ＥＷ２ＥＺ 1
ベルトバイブレーター　ＴＧ－２９３Ｂ 1
ＮＲ－Ｇアブドミナルボード　セノー 1
コードレスバイクＶ６７Ｒｉ 2
ラボードＬＸＥ１２００ 1
マイマウンテンＭＭ５０５０－１１ 1
ファナシスラットプルダウン 1
ファナシスレッグプレスカーフレイズ 1
ファナシスフライ 1
ボディリペア　コキシアリンク 1
ボディリペア　ロウリンク 1
ハイドラフィットネスコンビネーション 1
集会用テント　Ｆ２６４５‐Ａ５号型 2
エアロバイク９００Ｕ－ＥＷ２ＳＴＤ 2
ピカ脚立 1
チェアポーター　ＣＰ－８９０Ｎ３ 1
サーマルカメラ及び専用スタンド 1

３．流通公園庭球場
品名・規格等 数量

耐火金庫 1
３人用ロッカー　プラスＬＫ－３２Ｓ 1
審判台　トーエイライトＢ‐３９７ 3
アルミ審判台　トーエイＢ５９９９ 4

４．善久河川敷公園庭球場
品名・規格等 数量

ベンチ　Ｂ‐７１９５ 12
審判台 8
物置 2
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別紙５  

業 務 等 の 報 告 書 

区  分 提出内容 提出期限 

月例事業報告書 

・ 利用者集計（ 月間・ 日計）  

： 個人利用・ 専用利用別の集計及び合計 

： 年間累計、 対前年度比も 記載 

・ 無料利用者集計 

・ 体育施設等使用料免除申請一覧 

・ 使用料集計 

： 個人利用・ 専用利用・ 付属設備等別の集計及び合計 

： 年間累計、 対前年度比も 記載 

・ 使用料収納状況 

・ 施設の管理状況 

・ 施設利用状況集計（ 日別）  

・ 自主事業の実施状況 

・ 各種収支状況（ 自主事業含む）  

・ 資料 

翌月１ ５ 日まで  

年間事業報告書 

・ 利用者集計（ 年間・ 月別）  

： 個人利用・ 専用利用別の集計及び合計 

： 月別集計、 過年度比較も 記載 

・ 無料利用者集計 

・ 体育施設等使用料免除申請一覧 

・ 使用料集計（ 年間・ 月別）  

： 個人利用・ 専用利用・ 付属設備等別の集計及び合計 

 ： 月別集計、 過年度比較も 記載 

・ 使用料収納状況 

・ 施設の管理状況（ 月別）  

・ 管理業務の実施状況 

・ 利用状況分析等 

・ 自主事業集計（ 内容・ 収支等）  

・ 公の施設目標管理型評価書（ 実績）  

・ 収支決算書等 

 ： 経費執行額一覧・ 内訳 

 ： 支払明細 

 ： 使用料一覧 

・ 資料 

本市が指定する  

年度終了後の期日 

その他本市が指示する 事項 必要に応じ 指示 

提出先 西区役所地域課 



指 定 期 間 ～

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 新潟市西総合スポーツ センタ ー（ 有料） 　 　 ※プール有り

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

設 置 条 例 新潟市体育施設条例

施 設 概 要

敷地面積　 ３ ７ ， ０ ９ １ ㎡
建築構造　 鉄筋コ ンク リ ート 造（ 一部鉄骨造鉄筋） ２ 階建
主な施設内容（ 構成施設の内容）
　 大体育室　 　 　 　 １ ， ５ ７ ０ ㎡
　 ト レーニング室　 　 　 ３ ９ ０ ㎡
　 屋内プール　 　 　 ９ ４ ５ ． ５ ㎡
　 屋内ゲート ボール場　 １ ， ４ ７ １ ㎡
　 庭球場　 　 　 　 　 　 ３ ， ７ ８ ９ ㎡

施設設置目的

担 当 課 西区地域課

所 在 地 西区五十嵐１ の町6368番地48

根 拠 法 令 スポーツ基本法

スポーツの普及振興を 図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する こ と を 目的と し て、 体
育施設を 設置する 。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及およ び振興を
図り 市民の心身の健全な発達と 明る く 豊かな市民生活の形成に寄与する 管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保する こ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を 管理運営に反映さ せるこ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供する こ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義務を
遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を 理解し 、 実践するこ と 。

別紙６



視 点 評価 評価コメント評価項目 評価指標 実績

財 務

市の歳入の増加
・年間使用料収入（免除料金除く）52,200千円以上（但
し，新型コロナウイルスによる影響や大会や市の主催
事業等による使用料免除について考慮し評価する）

管理運営経費の削減 ・管理経費を抑える取り組みの実施　5件以上

サービス満足度
・指定管理に関する利用者アンケートで「満足」が70％
以上

市 民

基準利用者数の達成
・個人利用者数　216,400人(但し，新型コロナウイルス
による影響、大会等利用による利用制限等を考慮し評
価する）

基準利用率の達成

・利用率平均67.0％以上（利用時間数／利用可能時間
数）(但し，新型コロナウイルスによる影響、大会等利
用による利用制限等を考慮し評価する）
※体育室・研修室・庭球場・屋内ＧＢ場を対象

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には　３営業日以内に回答

当該施設の管理に係る
関係法令の順守

・コンプライアンス研修等　年２回以上実施

設置目的に合致した
サービス提供

・スポーツ教室延べ参加者数　31,300人以上

安全確保体制の確立
・防災訓練　年12回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年6回以上実施（オンライン等も含む）

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守

業 務

地域貢献・地域連携 ・地域貢献活動（連携事業）　年４回以上実施

改善勧告時の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するも
の1週間以内に改善対応

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている 。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。



指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所管課による総合評価　（所　見）



指 定 期 間 ～

担 当 課 西区地域課

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 新潟市黒埼地区総合体育館（ 有料） 　 　 ※プール無し

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

所 在 地 西区金巻746番地1

根 拠 法 令 スポーツ基本法

設 置 条 例 新潟市体育施設条例

施 設 概 要

敷地面積　 １ ２ ， ６ ０ ０ ㎡
建築構造　 鉄筋コ ンク リ ート 造　 ２ 階建
主な施設内容（ 構成施設の内容）
　 アリ ーナ　 　 　 　 １ ， ２ ２ ２ ㎡
　 ト レーニング室　 　 　 ８ ４ ㎡
　 剣道場　 　 　 　 　 　 　 ２ ７ ８ ㎡
　 柔道場　 　 　 　 　 　 　 １ ９ ９ ㎡

施設設置目的

スポーツの普及振興を 図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する こ と を 目的と し て、 体
育施設を 設置する 。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及およ び振興を
図り 市民の心身の健全な発達と 明る く 豊かな市民生活の形成に寄与する 管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保する こ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を 管理運営に反映さ せるこ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供する こ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義務を
遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を 理解し 、 実践するこ と 。



視 点 評価 評価コメント評価項目 評価指標 実績

市 民

基準利用者数の達成 ・個人利用者数　26,800人

基準利用率の達成
・利用率平均53.0％以上（利用時間数／利用可能時間数）
※体育室・武道場を対象

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には３営業日以内に回答

設置目的に合致した
サービス提供

・スポーツ教室延べ参加者数　9,300人以上

サービス満足度
・指定管理に関する利用者アンケートで「満足」が60％以
上

財 務

使用料収入の達成
・年間使用料収入（免除料金除く）9,300千円以上（但し，新
型コロナウイルスの影響、大会や市の主催事業等による
使用料免除について考慮し評価する）

管理運営経費の削減 ・管理経費を抑える取組の実施件数5件以上

業 務

地域貢献・地域連携 ・地域貢献活動（連携事業）　年7回以上実施

改善勧告等の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するもの1
週間以内に改善対応

当該施設の管理に係る
関係法令の順守

・コンプライアンス研修　年1回以上実施

安全確保体制の確立
・防災訓練　年2回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年8回以上実施

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている 。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。



所管課による総合評価　（所　見）

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）



指 定 期 間 ～

設 置 条 例 新潟市都市公園条例

担 当 課 西区地域課

所 在 地 西区善久河川敷

根 拠 法 令 都市公園法

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 善久河川敷公園庭球場（ 有料）

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

施 設 概 要

敷地面積　 ４ ， ９ １ ８ ㎡

施設内容（ 構成施設の内容）

　 テニスコ ート （ グリ ーンサンド ） 　 ８ 面

施設設置目的

スポーツの普及振興を図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与するこ と を 目的と し
て、 体育施設を 設置する。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及および振
興を 図り 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保するこ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を管理運営に反映さ せる こ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供するこ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義
務を 遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を理解し 、 実践するこ と 。



視 点 評価 評価コメント

財 務

評価項目 評価指標 実績

市 民

基準利用者数の達成
・年間利用者数 3,700人以上(但し，新型コロナウイル
スの影響、天候等による影響を考慮し評価する）

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には３営業日以内に回答

使用料収入の達成
・年間使用料収入（免除料金除く）900千円以上（但し，
新型コロナウイルスの影響、部活利用等による使用料
免除について考慮し評価する）

サービス満足度
・指定管理に関する利用者アンケートで「満足」が60％
以上

業 務

改善勧告等の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するも
の1週間以内に改善対応

安全確保体制の確立
・防災訓練　年1回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年２回以上実施

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所管課による総合評価　（所　見）



指 定 期 間 ～

担 当 課 西区地域課

所 在 地 西区流通センタ ー5丁目1番地

根 拠 法 令 都市公園法

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 流通公園庭球場（ 有料）

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

設 置 条 例 新潟市都市公園条例

施 設 概 要

敷地面積　 ２ ， ６ ７ ７ ㎡

施設内容（ 構成施設の内容）

　 テニスコ ート （ グリ ーンサンド ） 　 ４ 面

施設設置目的

スポーツの普及振興を図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与するこ と を 目的と し
て、 体育施設を 設置する。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及および振
興を 図り 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保するこ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を管理運営に反映さ せる こ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供するこ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義
務を 遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を理解し 、 実践するこ と 。



視 点 評価 評価コメント評価項目 評価指標 実績

市 民

基準利用者数の達成
・年間利用者数5,600人以上(但し，天候等による影響
を考慮し評価する）

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には３営業日以内に回答

サービス満足度
・指定管理に関する利用者アンケートで「満足」が60％
以上

財 務

管理運営経費の削減 ・管理経費を抑える取組の実施

使用料収入の達成
・年間使用料収入（免除料金除く）1,300千円以上（但
し，部活利用等による使用料免除について考慮し評価
する）

業 務

改善勧告等の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するも
の1週間以内に改善対応

安全確保体制の確立
・防災訓練　年1回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年２回以上実施

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所管課による総合評価　（所　見）



指 定 期 間 ～

担 当 課 西区地域課

所 在 地 西区寺地地先

根 拠 法 令 都市公園法

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 寺地河川敷公園庭球場（ 無料）

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

設 置 条 例 新潟市都市公園条例

施 設 概 要

敷地面積　 ２ ， ９ ９ ２ ㎡

施設内容（ 構成施設の内容）

　 テニスコ ート （ グリ ーンサンド ） 　 １ 面

　 テニスコ ート （ ク レ ー） 　 ２ 面

　 テニスコ ート （ 全天候） 　 １ 面

施設設置目的

スポーツの普及振興を図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与するこ と を 目的と し
て、 体育施設を 設置する。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及および振
興を 図り 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保するこ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を管理運営に反映さ せる こ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供するこ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義
務を 遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を理解し 、 実践するこ と 。



視 点 評価 評価コメント

財 務

評価項目 評価指標 実績

市 民

基準利用者数の達成
・年間利用者数 10,500人以上(但し，天候等による影
響を考慮し評価する）

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には３営業日以内に回答

サービス満足度
・指定管理に関する利用者アンケートで「満足」が65％
以上

業 務

改善勧告等の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するも
の1週間以内に改善対応

安全確保体制の確立

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

管理運営経費の削減 ・管理経費を抑える取組の実施

・防災訓練　年1回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所管課による総合評価　（所　見）

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年1回以上実施

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守



指 定 期 間 ～

令和　 年度　 公の施設目標管理型評価書

施 設 名 新潟市山田高架下ゲート ボール場（ 無料）

管 理 者 名 公益財団法人新潟市開発公社

担 当 課 西区地域課

所 在 地 西区山田2307番地316

根 拠 法 令 スポーツ基本法

設 置 条 例 新潟市体育施設条例

施 設 概 要

敷地面積　 ５ ， ９ ３ ０ ㎡

施設内容（ 構成施設の内容）

　 ゲート ボールコ ート （ ク レ ー） 　 ７ 面

施設設置目的

スポーツの普及振興を図り 、 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与するこ と を 目的と し
て、 体育施設を 設置する。

管理･運営に関する基本理念，方針等

( １ ) 新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 、 スポーツの普及および振
興を 図り 市民の心身の健全な発達と 明るく 豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を 行う こ と 。

( ２ ) 公の施設管理運営の責務を 認識し て管理運営を 行う と と も に、 サービスの向上や平等利用が確保するこ と 。

( ３ ) 利用者の意見及び要望を管理運営に反映さ せる こ と 。

( ４ ) 利用者に対し 、 安全で快適な環境を提供するこ と 。

( ５ ) 新潟市個人情報保護条例に基づき 、 個人情報の保護を 徹底すると と も に、 業務上知り 得た情報について守秘義
務を 遵守するこ と 。

( ６ ) 効率的かつ効果的な管理運営を 行い経費の削減に努めるこ と 。

( ７ ) 法令を 遵守し 施設の管理運営を 適切に行う こ と 。

( ８ ) 指定管理者制度を理解し 、 実践するこ と 。



視 点 評価 評価コメント

財 務

評価項目 評価指標 実績

市 民

基準利用者数の達成
・年間利用者数 900人以上(但し，新型コロナウイルス
の影響、天候等による影響を考慮する）

苦情･要望に対する対応 ・苦情・要望には３営業日以内に回答

業 務

改善勧告等の対応の迅
速さ・適切さ

・改善内容に応じて軽易なもの即日，時間を要するも
の1週間以内に改善対応

安全確保体制の確立

業務基準書等に定める
事項の遵守

・その他業務基準書等に定める事項の遵守

事件・事故発生時の対
応の適切さ

・AED取扱講習，応急処置講習を全員が受講

管理運営経費の削減 ・管理経費を抑える取組の実施

・防災訓練　年1回以上実施
（消防訓練・救命救急訓練など）

【 評価基準】
Ａ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成し 、 かつその達成度・ 内容が優れている。
Ｂ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れている。
Ｃ ： 要求水準（ ＝評価指標） を達成さ れていない。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所管課による総合評価　（所　見）

人 材

配置人員のミッションの
理解度とスキルの習得
度

・職員研修を年1回以上実施

労働基準の充足 ・労働関係法令の遵守



新潟市西総合スポーツセンタ ー等の利用に関する業務について 

 

新潟市西総合スポーツセンタ ー等（ 以下、 「 本施設」 と いう 。 ） の利用に関し ては、 下表のと お

り それぞれの適用条例、 公共施設予約システムの活用の有無を示す。  

施 設 名 適用条例 公共施設予約システム 

西総合スポーツセンタ ー 新潟市体育施設条例 ○ 

黒埼地区総合体育館 新潟市体育施設条例 ○ 

山田高架下ゲート ボール場 新潟市体育施設条例  

流通公園庭球場 新潟市都市公園条例 ○ 

善久河川敷公園庭球場 新潟市都市公園条例 ○ 

寺地河川敷公園庭球場 新潟市都市公園条例 ○( ※)  

また、 上記条例に付随・ 関連し て下記のと おり 規則があるので、 それに基づき業務を行う こ と 。  

・ 新潟市体育施設条例施行規則 

・ 新潟市都市公園条例施行規則 

・ 新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則（ 以下、 「 徴収規則」 と いう 。 ）  

・ 新潟市都市公園体育施設の管理に関する規則 

・ 新潟市公共施設予約システムの利用に関する規則 

以下において上記条例・ 規則を総称し て、 「 条例等」 と 記載する。  

 

１  施設等利用許可業務（ 指定管理業務）  

（ １ ） 利用の許可 

指定管理者は、 条例等に従い施設の利用予約を受け付け、 利用の許可又は不許可を行う こ と 。 な

お、 予約時に利用種目（ 目的） について正確に確認を行い、 本施設の設置目的に合致し た適切な利

用を行う よう 促すこ と 。 正当な理由がある場合は指定管理者の判断により 、 利用の中止等の行為の

制限をするこ と ができる。 ただし 、 制限に当たっ ては、 不当な差別的取扱いをし てはなら ない。 ま

た、 本施設の利用に際し て、「 行政財産使用許可申請」（ 又は「 都市公園占用許可申請」） が必要な

場合は、 管理上支障のないこ と を確認し 、 新潟市（ 以下、「 本市」 と いう 。） へ申請さ せるこ と 。  

ア 優先し て利用を確保する事業 

本市が主催する事業については最優先と する。 その場合、 指定管理者は積極的に本市事業に

協力し なければなら ない。 また、 各種競技団体、 新潟市体育協会、 新潟市西区体育協会、 地方

公共団体等の公益的事業や大会、 競技団体強化事業で、 その趣旨が新潟市民のスポーツ振興に

資する活動であるこ と が優先利用の原則と なる。  

イ  大会等の年間利用調整業務  

指定管理者は、 次年度開催の大会等について利用調整を行い、 利用希望の取り まと めや割り

振り 、 周知等の関係事務を行う こ と 。 調整方法については本市の指示に従う と と も に、 西区内

の体育施設を管理する他の指定管理者と 連携を図り 、 調整を行う も のと する。 区内の体育施設

で行われる大会を調整後、 本市が行う 区を横断し た利用調整に協力し 、 連携を図るこ と 。  

ウ 予約等対応業務（ アの大会等を除く ）  

①指定管理者は、 利用者が予約し やすいよう 配慮すると と も に、 一定の団体や個人等に偏るこ

と なく 利用を希望する市民が平等に利用できるよう 努めるこ と 。  

②指定管理者は、 予約状況について正確に把握し ト ラ ブル等発生し ないよう 留意するこ と 。  

③指定管理者は、 新潟市公共施設予約システム（ 以下、「 予約システム」 と いう 。） を 用いて、



適切な処理を実施するこ と 。  

エ 利用許可申請書 

予約システム以外（ 大会の予約、電話、窓口による予約等） による利用許可申請については、

条例等により 利用者から 利用許可申請書を提出し ても ら う こ と 。  

オ 許可書等の交付 

予約システム以外（ 大会の予約、 電話、 窓口による予約等） により 利用許可申請があっ たも

のに許可する場合は、 条例等により 利用者へ許可書を交付するこ と 。  

※予約システムの大まかな流れと 行動者 

事項 利用者 システム 指定管理者 

３ ヶ 月前予約申込 ○   

３ ヶ 月前予約抽選  ○  

３ ヶ 月前予約抽選内容確認   ○ 

３ ヶ 月前予約確定 ○   

２ ヶ 月前予約申込 ○   

２ ヶ 月前予約抽選  ○  

２ ヶ 月前予約抽選内容確認   ○ 

２ ヶ 月前予約確定 ○   

１ ヶ 月前予約申込（ 随時）  ○   

１ ヶ 月前予約内容確認（ 随時）   ○ 

カ  予約の取り 消し 業務 

指定管理者は、 条例等により 予約の取り 消し 及びそれに関連する業務を行う こ と 。  

キ 附属設備等貸出業務 

指定管理者は、 施設利用者の便宜を図るため、 附属設備等を必要に応じ て貸し 出すこ と 。 た

だし 、 指定管理者が自ら 調達し て本市の条例等で定めるも の以外を有料で貸し 出す場合は、 事

前に本市の承諾を得るこ と 。  

ク  施設利用に伴う 設営物の確認 

指定管理者は、 本施設の利用に際し て、 行政財産使用等の設置物、 設営物がある場合は、 事

前の申請のと おり 適切に設営さ れているか、また利用後には撤去さ れ原状回復さ れているか確

認を行う こ と 。  

コ  利用時間帯等の区分 

原則１ コ マ２ 時間単位と する。  

指定管理者は、 本施設利用者に対し て、 利用終了時間５ 分前には後片付けを行い、 次の利用

者と 速やかに入れ替わるよう 指導するこ と 。  

 

 （ ２ ） 施設等の利用の許可の制限に関する事項 

ア 指定管理者は、 条例等の利用の許可の制限に該当すると 認めると き、 又は管理運営上やむを

得ない理由があると きは、 利用の許可をし ないも のと する。  

イ  指定管理者は、暴力団等の利益と なると 認めると き はその利用について排除するこ と を利用

者に周知するこ と 。 また、 本市の指示に従っ て、 利用申請者から 誓約書を徴収し 、 所管課へ報

告するも のと する。  

 



（ ３ ） 監督処分に関する事項 

指定管理者は、 条例等により 該当する者に対し て、 許可を取り 消し 、 本施設から の退去を命じ る

こ と ができ る。  

 

２  使用料の納付期日の決定及び免除に関する業務（ 指定管理業務）  

（ １ ） 使用料の納付期日に関する事項 

ア 条例等の規定により 、 使用料の徴収は原則利用の許可と 同時に行う 。  

イ  条例等の規定により 、 特別の理由があると 認める場合、 指定管理者は、 使用料の納付期日を

別に定めるこ と でき る。 その場合、 納付期日の決定を受けよう と する者から 「 徴収規則」 に定

める別記様式第１ 号「 体育施設等納付期日決定申請書」 を受付し 、 特別の理由があると 認める

と きは、 「 体育施設等納付期日決定通知書」 により 申請者に通知するこ と 。  

 

（ ２ ） 使用料の免除に関する事項 

ア 指定管理者は、 条例等の規定により 使用料を免除するこ と ができる。  

イ  免除の手続き においては、 徴収規則により 行う こ と 。  

ウ 免除に関する申請について、徴収規則に明記さ れていない場合や疑義のある場合は本市の承

認を得て対応するこ と 。  

 

３  使用料の徴収（ 委託業務）  

本市は、 徴収規則に基づき本施設の使用料の徴収事務を指定管理者に委託する。 指定管理者は徴

収事務を行う にあたり 、市が予め交付する徴収事務委託証を使用料納入者が見やすい場所に掲示す

るこ と 。 なお、 公金の管理は厳重に注意し 取扱う こ と 。  

（ １ ） 使用料徴収事務の内容 

使用料は本市の収入と し 、 徴収は徴収規則に基づき行う こ と 。  

指定管理者は、本施設の使用料を利用者から 徴収し 、翌日までに会計管理者または指定金融機関、

指定代理金融機関、 も し く は収納代理金融機関に払い込みするこ と 。 ただし 、 翌日が金融機関の営

業日以外にあたる場合は、 その次の金融機関営業日までに納付するこ と 。 使用料徴収にと も なう 納

入通知業務、 本市の会計事務作業に従っ た会計処理業務、 金融機関への払込み等関係する業務を行

う こ と 。  

また、 使用料の還付が必要な場合は、 本市から 申請者の指定口座へ直接振込みを行う ため、「 徴

収規則」 に定める別記様式第３ 号「 体育施設等使用料還付申請書」 を受け付け、 内容を確認の上、

本市へ提出するこ と 。  

 

（ ２ ） 使用料等のデータ 管理 

使用料の徴収及び利用者についてデータ を把握し 、 帳簿等に整理し 管理を行う こ と 。  

 

（ ３ ） その他 

指定管理者は、 つり 銭を準備するこ と 。  


